
キ
ー
ワ
ー
ド
器
薩
摩
浄
雲
、
金
平
浄
瑠
璃
、
岡
本
文
弥
、
山
本
角
太
夫
、
源
氏
烏
鯛
子
折

東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
（
以
下
、
東
諏

三
説
あ
る
。
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会

（
１
）

記
さ
れ
て
い
る
。

斧
測
の
人
形
踊
り
は
い
つ
の
頃
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
①
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
参
勤
交
代
の
折
、
島
津
氏
の
随
行

役
を
し
て
い
た
東
郷
士
が
、
郷
里
の
子
弟
の
士
気
振
作
に
と
上
方
（
京
都
．

大
坂
地
方
）
か
ら
文
弥
節
の
師
匠
を
連
れ
帰
り
広
め
た
も
の
と
い
わ
れ
、

②
又
一
説
に
は
寛
文
十
年
二
六
七
○
）
頃
江
戸
よ
り
連
れ
帰
っ
た
と
も

の
う
ぜ

い
わ
れ
て
い
る
。
③
又
一
説
に
は
、
南
瀬
の
人
形
踊
り
の
す
ば
ら
し
さ
に

し
る
う
ち

魅
せ
ら
れ
た
城
内
の
有
志
達
が
、
そ
の
歌
や
踊
り
の
教
え
を
乞
い
、
新
し

く
前
の
も
の
よ
り
や
や
小
さ
い
上
等
の
人
形
を
作
り
、
以
来
踊
り
つ
が
れ

て
き
た
と
も
い
う
（
丸
数
字
①
⑦
③
は
論
者
が
付
し
た
）
。

の
う
ぜ

こ
の
う
ち
第
二
一
説
は
隣
村
の
南
瀬
か
ら
の
移
入
と
い
う
こ
と
で
、
第
一
説

（
上
方
）
、
第
二
説
（
江
戸
）
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
南
瀬
か
ら

の
移
入
と
い
う
説
の
問
題
を
解
決
し
、
つ
い
で
第
一
説
・
第
二
説
の
妥
当
性
に

問
題
の
所
在 東

郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
の
伝
来

東
郷
浄
瑠
璃
と
称
す
）
の
伝
来
説
に
は
、

墨
会
（
一
九
七
九
）
に
は
、
次
の
よ
う
に

野上

東
郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
説
を
そ
の
ま
ま
信
じ
れ
ば
、
現
代
に
至
る
ま
で
に

三
○
○
年
以
上
の
時
を
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
に
は
、
当
然
、
さ
ま

ざ
ま
な
変
容
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

竹
本
義
太
夫
、
近
松
門
左
衛
門
の
登
場
以
降
を
浄
瑠
璃
と
呼
ぶ
の
に
対
し

て
、
そ
れ
以
前
を
古
浄
瑠
璃
と
呼
ぶ
。
東
郷
浄
瑠
璃
は
竹
本
義
太
夫
よ
り
一
世

代
前
の
岡
本
文
弥
の
系
統
に
連
な
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
古
浄
瑠
璃
に

（
ウ
ロ
）

属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

東
郷
浄
瑠
璃
を
古
浄
瑠
璃
だ
と
す
る
根
拠
は
、
「
文
弥
節
」
と
い
う
名
称
だ

け
で
は
な
い
。
男
人
形
が
一
人
遣
い
で
あ
る
点
、
腰
幕
か
ら
の
人
形
の
せ
り
上

が
り
に
よ
っ
て
登
場
す
る
点
、
詞
章
の
語
り
起
こ
し
が
「
給
ひ
け
る
。
」
（
「
常
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つ
い
て
吟
味
し
た
い
。

二
伝
来
を
考
え
る
う
え
で
の
前
提
的
な
問
題

ｌ
ｌ
東
郷
浄
瑠
璃
の
変
容
Ｉ
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盤
御
前
雪
の
段
」
の
場
合
）
な
ど
と
い
う
前
文
の
文
末
か
ら
で
あ
る
点
な
ど
に
古

態
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
〔
和
田
修
（
二
○
○
二
ａ
ｂ
）
な
ど
〕
・
ズ
ク
ロ
人
形
（
か

っ
て
は
間
狂
言
で
、
現
在
で
は
ハ
ン
ャ
節
で
使
用
さ
れ
る
）
の
存
在
も
興
味
深
い
。

山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
～

二
年
に
多
く
の
人
形
を
製
作
し
た
鎌
田
政
文
（
宇
昂
）
以
前
の
古
さ
が
あ
る
と

い
う
。
さ
ら
に
、
加
納
克
己
（
二
○
○
七
）
は
、
東
郷
（
斧
測
）
の
「
間
狂
言
の

ズ
ク
ロ
は
大
変
古
く
、
一
番
古
態
を
残
し
て
い
る
。
元
禄
期
は
確
実
で
、
寛
文

ま
で
遡
ろ
う
か
と
い
う
か
し
ら
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
。
さ
ら
に
加
納
は
、
東

郷
（
斧
遡
の
カ
シ
ラ
が
、
「
エ
ン
バ
棒
式
う
な
ず
き
の
か
し
ら
で
、
皿
も
な
く
、

カ
マ
角
の
な
い
垂
直
胴
串
は
大
変
珍
し
い
。
し
か
も
古
い
と
言
え
る
」
と
し
て
、

「
各
地
胴
串
・
カ
マ
角
変
化
の
年
代
推
定
表
」
や
「
各
地
古
浄
瑠
璃
か
し
ら
の
年

代
推
定
表
」
で
斧
測
の
そ
れ
を
寛
文
～
延
宝
（
一
六
六
一
～
七
三
）
の
こ
ろ
の
も

の
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
加
納
は
、
「
操
作
構
造
か
ら
は
、
充
分
、

寛
文
説
が
成
り
立
つ
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
古
態
性
（
内

的
な
も
の
）
や
「
文
弥
節
」
の
名
称
（
外
的
な
も
の
）
と
い
う
徴
証
と
、
冒
頭
で

紹
介
し
た
一
六
七
○
年
、
一
六
九
八
年
と
い
う
一
七
世
紀
後
半
の
伝
来
説
は
、

時
代
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
一
応
符
合
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず

は
、
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

し
よ
う

さ
ら
に
、
江
戸
後
期
に
書
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
正

ば
ん本

が
東
郷
浄
瑠
璃
保
存
会
に
残
さ
れ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
〔
秋
本
鈴
史

（
二
○
○
二
ｂ
）
〕
。
こ
れ
は
、
「
広
く
流
布
し
た
後
年
の
系
統
で
は
な
く
、
早
い

時
期
に
刊
行
さ
れ
、
伝
本
数
も
少
な
い
系
統
」
の
山
本
角
太
夫
系
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
和
田
修
（
二
○
○
二
ａ
）
〕
。
こ
こ
で
い
う
「
早
い

時
期
」
と
は
、
一
七
世
紀
末
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
〔
山
本
角
太
夫
は
元
禄
十
三
年

（
一
七
○
○
）
没
〕
。
こ
れ
ま
た
時
代
的
に
は
、
一
七
世
紀
後
半
の
伝
来
説
と
符

合
す
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
一
六
七
○
年
伝
来
は

や
や
早
す
ぎ
だ
が
）
。

以
上
が
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
な
か
に
う
か
が
え
る
も
っ
と
も
古
い
、
一
七
世
紀

後
半
の
要
素
の
痕
跡
で
あ
る
。

次
の
段
階
と
し
て
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
文
楽
の
影

響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
の
の
め

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
内
銘
を
も
つ
東
雲
の
カ
シ
ラ
は
、
斧
測
の
も
の

の
う
ぜ

で
は
な
く
南
瀬
の
深
川
家
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
の
末
年
に

修
理
に
出
し
た
際
に
文
楽
風
の
顔
に
塗
り
直
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

も
も
と
も
と
が
「
文
楽
風
の
面
相
」
だ
っ
た
か
ら
「
修
理
に
出
し
た
製
作
所
」

が
「
そ
う
し
た
塗
り
を
施
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
山
田

和
人
（
二
○
○
二
）
〕
。
山
田
の
分
析
に
よ
れ
ば
、

ど
う
も
文
楽
風
の
顔
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
つ
ま

り
、
古
浄
瑠
璃
首
と
は
、
い
さ
さ
か
違
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
受
け
る
。
…
（
中
略
）
…
ふ
っ
く
ら
し
た
鼻
や
口
元
、
目
元
の

造
型
は
、
ど
う
も
文
楽
風
の
よ
う
に
思
え
る
。

と
の
こ
と
で
あ
る
。
内
銘
に
「
寛
政
元
年
巳
酉
六
月
日
宮
之
城
大
磯
作

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
之
城
の
大
磯
作
也
と
い
う
仏
師
が
、
文
楽
風
の
カ
シ

ラ
を
南
瀬
に
も
た
ら
し
た
も
の
ら
し
い
。
南
瀬
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、
一
八
世
紀

末
に
は
文
楽
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

、
、

文
楽
と
は
、
狭
義
で
は
一
一
一
世
植
村
文
楽
軒
が
明
治
五
年
（
一
八
七
五
）
に
大

一
一
一
一
ハ
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で
三
人
遣
い
が
考
案
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
〔
加
納
克
己
（
二
○
○
七
）
〕
、
現
在

の
文
楽
で
は
三
人
遣
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
享
保
十
九
年
と
い
う
時
期
は
、

初
代
（
一
代
目
）
の
植
村
文
楽
軒
の
登
場
以
前
な
の
で
、
文
楽
か
ら
東
郷
へ
の

影
響
と
い
う
よ
り
人
形
浄
瑠
璃
界
全
体
に
そ
の
よ
う
な
潮
流
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
東
郷
（
斧
測
・
南
瀬
）
の
人
形
浄
瑠
璃
の
す
べ
て
が
文
楽
化
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
現
在
で
も
東
郷
浄
瑠
璃
保
存
会
が
使
用
し
て
い
る
男
人
形
の
多

く
は
慶
応
元
年
、
二
年
ご
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
素
朴
な
構
造
や
顔
つ
き
か

ら
文
楽
の
影
響
は
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
男
人
形
が
一
人
遣
い

で
あ
り
続
け
た
り
、
男
女
の
人
形
と
も
足
を
付
け
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
り
（
文

楽
人
形
に
は
足
が
あ
る
）
す
る
こ
と
も
、
そ
の
傍
証
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
現
在
の
斧
測
の
人
形
の
カ
シ
ラ
に
は
、
動
き
が
あ
る
。
ヒ
キ
テ
と

呼
ば
れ
る
一
本
の
糸
の
操
作
で
頭
部
が
上
下
に
動
く
の
で
あ
る
。
山
之
口
の
カ

シ
ラ
が
首
に
固
定
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
斧
測
の
そ
れ
は
後
次
的
だ
と

言
え
る
。

現
在
、
斧
測
の
人
形
浄
瑠
璃
で
は
女
人
形
を
二
人
で
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
一
七
世
紀
末
の
発
祥
期
に
は
一
人
遣
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
山
之
口
で
は
、
現

在
で
も
女
人
形
を
含
め
て
一
人
過
い
）
。
文
楽
の
影
響
を
受
け
て
、
女
性
の
情
緒
を

細
や
か
に
表
現
す
る
た
め
に
女
人
形
だ
け
が
二
人
遣
い
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
泉
房
子
二
九
八
四
）
も
、
「
こ
れ
は
一
人
遣
い
か
ら
一
歩
進
ん
だ

も
の
で
あ
り
、
三
人
遣
い
へ
の
過
渡
期
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
」
よ
う
だ
と
指

摘
し
て
い
る
。
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
上
演
さ
れ
た
「
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」

坂
に
文
楽
座
を
設
け
て
か
ら
の
称
で
あ
る
か
ら
、
山
田
和
人
が
一
七
八
九
年
に

制
作
さ
れ
た
カ
シ
ラ
に
つ
い
て
「
文
楽
風
」
と
す
る
の
は
、
初
世
・
二
世
の
文

、

楽
軒
風
か
ら
の
影
響
を
想
定
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
南
瀬
に
流
入
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

今
で
こ
そ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
斧
測
で
使
用
さ
れ
て
い
た
白
妙

と
東
雲
の
カ
シ
ラ
で
「
つ
む
り
目
」
と
「
舌
出
し
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
文
楽

人
形
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
造
」
だ
と
い
う
〔
山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
〕
。
こ
れ
ら
は
、

南
瀬
か
ら
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
（
後
述
）
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

刊
の
「
雲
錦
随
筆
」
（
暁
晴
翁
著
、
「
日
本
随
箪
大
成
」
巻
二
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
二
七
）
に
よ
っ
て
人
形
の
目
を
動
か
し
た
り
、
舌
を
出
し
た
り
す
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
、
一
九
世
紀
の
中
葉
ご
ろ
に
そ
の
技
術
が
発
達
し
た
ら
し

い
○

こ
こ
ま
で
は
、
東
郷
浄
瑠
璃
に
変
容
の
波
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
と
、
そ
の
結

果
と
し
て
現
存
の
東
郷
浄
瑠
璃
に
古
い
層
と
新
し
い
層
を
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。

そ
こ
で
本
稿
冒
頭
の
、
南
瀬
か
ら
斧
測
へ
の
伝
来
説
を
検
討
す
る
と
、
「
南

し
る
う
ち

瀬
の
人
形
踊
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
城
内
の
有
志
達
が
、
そ
の
歌
や

踊
り
の
教
え
を
乞
」
う
た
と
あ
る
部
分
は
、
も
し
そ
れ
が
素
朴
な
古
浄
瑠
璃
で

あ
っ
た
な
ら
「
す
ば
ら
し
さ
」
と
い
う
表
現
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
瀬
か
ら
斧
測
へ
の
刺
激
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
文

楽
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来

＊

＊

三

七
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の
次
の
、
「
新
し
く
前
の
も
の
よ
り
や
や
小
さ
い
上
等
の
人
形
を
作
り
」
の
部

分
に
つ
い
て
も
、
「
南
瀬
の
も
の
よ
り
斧
測
の
も
の
は
」
と
い
う
書
き
方
で
は

な
く
「
前
の
も
の
よ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
か
ら
斧
測
に
人
形
浄
瑠
璃
は

存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
断
絶
し
て
い
た
も
の
を
、
南
瀬

か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
再
興
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
、
斧
測
こ
そ
が
中
世
以
来
の
渋
谷
東
郷
氏
の
居
城
た
る
鶴
が
岡
城
の

（
３
）

膝
元
で
あ
り
、
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
は
地
頭
仮
屋
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
い

う
土
地
柄
の
歴
史
的
背
景
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
斧
測
に
人
形
浄
瑠
璃
が

存
在
せ
ず
新
た
に
南
瀬
か
ら
移
っ
て
き
た
と
す
る
第
三
説
は
、
ま
す
ま
す
可
能

性
が
低
い
。
ま
た
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
伝
承
と

渋
谷
東
郷
氏
の
祖
で
あ
る
渋
谷
金
王
丸
の
存
在
と
が
無
縁
で
あ
る
と
は
考
え
に

く
い
の
で
、
南
瀬
か
ら
の
影
響
な
ど
と
い
う
以
前
に
、
一
七
世
紀
か
ら
鶴
岡
城

の
城
下
で
あ
り
地
頭
仮
屋
の
置
か
れ
た
地
で
も
あ
る
斧
測
に
は
「
源
氏
烏
帽
子

折
」
の
人
形
浄
瑠
璃
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
説
は
、

斧
測
で
人
形
浄
瑠
璃
が
断
絶
し
か
け
た
際
に
南
瀬
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
復
活

し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
納

克
己
（
二
○
○
七
）
も
、
「
第
三
説
目
は
年
代
が
な
い
の
で
、
初
発
の
年
代
推
測

に
は
役
立
た
な
い
」
と
し
、
南
瀬
の
説
を
「
初
発
」
の
伝
来
説
で
は
な
い
と
の

見
方
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
興
味
深
い
伝
来
説
を
紹
介
す
る
。
永
田
衡
吉
（
一
九
七
九
）
に
よ

る
と
、
元
禄
十
一
年
二
六
九
八
）
の
伝
来
説
に
続
け
て
、
「
そ
の
後
、
郷
士
鎌

田
某
が
、
故
郷
の
三
ヶ
郷
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
南
瀬
郷
・
高
城
郷
に
も
こ
れ

を
伝
え
た
の
で
、
三
組
の
人
形
座
が
で
き
た
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
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郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
二
九
七
九
）
で
は
、
「
元
禄
十
一
年
」
説
を
主

た
る
説
と
し
て
紹
介
し
て
お
り
、
「
寛
文
十
年
」
説
は
「
又
一
説
に
は
」
と
い

う
従
属
的
な
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

と
、
斧
測
へ
の
伝
来
が
最
初
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

あ
や
つ
り

鎌
田
政
秀
（
一
九
一
一
八
）
が
東
郷
浄
瑠
璃
の
創
始
を
「
東
郷
操
人
形
は
何

時
の
頃
よ
り
行
わ
れ
し
か
明
か
な
ら
ず
と
錐
も
、
恐
ら
く
は
文
化
文
政
の
比
よ

り
の
も
の
な
ら
ん
か
」
な
ど
と
幕
末
説
を
言
う
の
も
、
こ
の
復
活
期
の
動
向
を

指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
幕
末
の
〃
復
活
″
以
前
か

ら
、
斧
洲
に
は
古
浄
瑠
璃
系
の
人
形
浄
瑠
璃
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。以

上
の
検
討
か
ら
、
本
来
的
な
伝
来
説
と
し
て
は
、
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
説
と
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
説
と
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
時
代
順
に
並
べ
直
し
、
そ
の
他
の
諸
条
件
も
含
め
て
表
に
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

三

八

第３号（2014年12月）

元
禄
十
一
年

二
六
九
八
）

寛
文
十
年

二
六
七
○
）

伝
来
年

上
方

（
京
都
・
大
坂
）

江
戸

発
祥
地

Ｉ
Ｉ

れ文
帰弥
り節

の
師
匠
を
連

○
○
を
「
連
れ
帰
っ

た
」
の
み
。

招
来
者

郷
里
の
子
弟
の
士
気
振
作

不
明

目

的



二
種
の
伝
来
説
の
う
ち
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
説
に
は
、
「
参
勤
交
代
の

折
」
に
「
上
方
か
ら
」
と
伝
来
経
緯
を
明
示
し
て
い
る
。
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）

説
は
「
江
戸
よ
り
」
と
あ
る
の
み
で
、
参
勤
交
代
に
伴
う
も
の
と
は
伝
え
ら
れ

て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
七
世
紀
の
薩
摩
国
と
江
戸
・
上
方
と
の
往

来
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
参
勤
交
代
に
伴
う
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
参
勤
交
代
と
い
っ
て
も
、
東
郷
へ
の
浄
瑠
璃
の
伝
来
に
必
要
な

の
は
、
上
り
．
下
り
の
う
ち
の
下
り
で
あ
る
。
参
勤
交
代
に
は
、
準
備
役
の
先

行
派
遣
や
江
戸
へ
の
使
者
、
ま
た
国
元
に
戻
っ
て
か
ら
の
謝
礼
の
使
者
な
ど
の

往
復
も
あ
り
、
藩
主
交
代
の
折
（
一
年
お
き
）
に
し
か
江
戸
と
国
元
の
人
の
往

来
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

東
郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
説
を
史
実
的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る

本
稿
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
、
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
に
、
実
際
に
薩
摩
と
江
戸
・
上
方
と
の
人
の
往
来
（
と
く
に
下
り
）

が
確
認
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
、
寛
文
十
年
、
元
禄
十
一
年
と
も
に
史
料
的
な
裏
づ
け
が
取
れ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

［
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
の
参
勤
交
代
資
料
］

『
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
１
』
巻
十
二
（
一
一
三
号
）

三
参
勤
交
代
の
史
料
的
裏
づ
け

〔
原
文
〕

網
久
公
御
譜
中
同
十
年
庚
戊
三
月
一
一
十
二
日
、
綱
久
発
し
国
。
旅
家
老
島
津

新
八
郎
久
砺
、
旅
談
合
平
田
次
郎
兵
衛
宗
正
、
使
役
本
田
六
左
衛
門
親
武
・
高

崎
四
郎
兵
衛
能
冬
等
雇
従
。
開
二
船
於
西
海
一
、
経
二
長
州
赤
間
関
一
。
四
月

十
七
日
、
着
一
や
船
大
坂
一
。
其
後
発
三
伏
見
一
、
取
宝
道
於
東
海
道
一
・
先
し
是
父

｛
牡
》

光
久
発
三
江
戸
一
而
趣
レ
国
。
是
故
四
月
晦
日
、
於
一
↓
遠
州
浜
松
一
、
暫
謁
二
光
久
一
・

五
月
六
日
、
到
二
着
江
府
一
・
同
月
十
日
、
綱
久
登
レ
営
而
、
奉
レ
見
童
子
将
軍
家
一
・

幣
物
・
献
品
同
二
先
規
一
・
同
年
五
月
十
五
日
、
賜
翼
嫡
子
綱
貨
初
帰
し
国
之
暇
一
・

六
月
十
日
、
発
尭
江
府
一
而
赴
レ
国
。
詳
二
記
二
綱
賀
之
譜
中
一
・

按
ル
ー
綱
賢
公
慶
安
三
年
ノ
御
生
ナ
レ
ハ
御
年
廿
一
機
ノ
御
時
二
当
し
り
。

〔
訓
読
〕

「
綱
久
公
の
御
譜
』
の
中
に
。

同
（
寛
文
）
十
年
（
一
六
七
○
）
庚
戊
三
月
一
一
十
二
日
、
（
島
津
）
網
久
、
（
薩
摩
）

国
を
発
す
。
旅
家
老
は
島
津
新
八
郎
久
聴
、
旅
談
合
は
平
田
次
郎
兵
衛
宗
正
、

使
役
は
本
Ⅲ
六
左
衛
門
親
武
・
尚
崎
四
郎
兵
術
能
冬
等
、
魁
従
す
。
船
を
西
海

に
開
き
、
長
州
赤
間
関
を
経
た
り
。
四
月
十
七
日
、
大
坂
に
着
船
す
。
其
後
、

伏
見
を
発
し
、
道
を
東
海
道
に
取
る
。
是
よ
り
先
、
父
光
久
、
江
戸
を
発
し
て

（
醗
峨
）
国
に
赴
く
。
是
の
故
に
四
月
晦
日
、
遠
州
浜
松
に
於
て
暫
く
光
久
に

謁
す
。
五
月
六
日
、
江
府
に
到
着
す
。
同
月
十
日
、
綱
久
、
営
に
登
り
て
、
将

軍
家
に
見
し
奉
る
。
幣
物
・
献
品
は
、
先
規
に
同
じ
。
同
年
五
月
十
五
日
、
嫡

子
綱
世
、
初
め
て
図
に
帰
る
の
暇
を
賜
る
。
六
月
十
日
、
江
府
を
発
し
て
国
に

赴
く
。
詳
ら
か
に
は
、
『
綱
貴
の
譜
一
の
中
に
記
す
。

按
ず
る
に
、
綱
尚
公
、
暖
安
三
年
ノ
抑
生
ま
れ
な
れ
ば
、
御
年
『
》
十
一
蝿
の
御
時
に
淵
れ
り
》

三

九
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〔
大
要
〕

「
綱
久
公
御
譜
」
（
綱
久
公
の
年
譜
）
に
よ
る
と
、
島
津
綱
久
（
二
代
藩
主
光
久

の
嫡
男
で
次
期
藩
主
と
目
さ
れ
て
い
た
が
一
六
七
三
年
に
四
二
歳
で
早
世
）
は
寛
文
十

年
（
一
六
七
○
）
三
月
二
十
二
日
に
薩
摩
を
出
発
し
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
旅
家

老
（
旅
の
責
任
者
）
、
旅
談
合
（
幕
府
と
の
調
整
役
）
が
一
人
ず
つ
お
り
、
使
役
の

者
も
数
人
随
伴
し
て
い
る
。
西
の
東
シ
ナ
海
か
ら
山
口
県
の
下
関
（
旧
名
赤
間

関
）
を
通
過
し
、
四
月
十
七
日
に
大
坂
で
船
を
降
り
、
そ
の
後
、
伏
見
を
出
て

東
海
道
を
進
ん
だ
。
そ
し
て
、
四
月
三
十
日
に
静
岡
県
の
浜
松
に
て
、
薩
摩
に

【
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
参
勤
交
代
資
料
】

「
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
２
」
巻
二
十
四
（
一
一
八
二
号
）

〔
原
文
〕

全
御
譜
中

同
年
九
月
晦
日
、
綱
貴
発
江
戸
帰
国
。
家
老
喜
入
安
房
久
亮
、
用
人
村
田
善

太
夫
経
智
・
市
来
次
郎
左
衛
門
家
賢
従
レ
駕
也
。
十
月
十
三
日
、
到
二
着
伏
見
一
・

貴
は
江
戸
を
出
て
い
る
。

に
滞
在
し
て
い
る
。

網
久
一
行
は
、
五
月
六
日
に
江
戸
に
到
着
し
、
十
日
に
将
軍
家
（
四
代
将
軍

徳
川
家
綱
）
と
謁
見
し
た
。
五
日
後
の
五
月
十
五
日
に
は
、
綱
洲
剰
劉
洞
判
劉
画
創

当
時
二
十
一
歳
）
に
幕
府
か
ら
帰
国
の
許
可
が
出
た
の
で
、
六
月
十
日
、
綱

〔
傍
線
部
か
ら
、
二
代
藩
主
島
津
光
久
お
よ
び
の
ち
の
三
代
藩
主
に
な
る
綱
貴

が
こ
の
年
、
江
戸
か
ら
薩
摩
に
下
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〕

十
五
日
に
は
鹿
児
島
城
に

ご
ふ

「
網
貴
の
御
譜
」
に
よ
る
と
、

三
十
日
に
、
帰
鹿
す
る
た
め
江
戸
を
出
た
。
家
努

随
伴
し
た
。
十
月
十
三
日
に
伏
見
に
着
き
、
二
日

た
。
十
月
十
九
日
に
は
大
坂
か
ら
船
で
出
発
し
、

島
港
に
到
着
し
た
。
こ
こ
か
ら
陸
路
を
た
ど
り
、

同
十
五
日
、
下
二
大
坂
一
・
同
十
九
日
、
発
し
船
。
十
一
月
七
日
、
着
一
・
船
日
州

細
島
ノ
津
一
。
従
し
是
取
レ
陸
。
同
月
十
五
日
、
入
一
・
蝿
城
一
・
乃
馳
二
桂
宇
右
衛

門
久
祐
江
府
一
、
奉
レ
謝
一
韮
賜
レ
告
今
日
入
州
之
恭
一
・
献
品
如
レ
例
。
久
祐
亦
献
一
一

上
御
太
刀
・
銀
馬
代
・
時
服
三
一
、
奉
レ
謁
二
将
軍
家
一
・
且
拝
一
一
賜
ス
時
服
三
・
御
羽

織
一
一
・

〔
訓
読
〕

同
じ
「
御
譜
」
（
「
綱
貴
の
御
遡
）
の
中
に
。

同
年
九
月
晦
日
、
網
貴
、
江
戸
を
発
し
て
（
薩
摩
）
国
に
帰
る
。
家
老
は
喜
入

安
房
久
亮
、
用
人
は
村
田
善
太
夫
経
智
・
市
来
次
郎
左
衛
門
家
賢
、
駕
に
従
ふ

な
り
。
十
月
十
三
日
、
伏
見
に
到
着
す
。
同
十
五
日
、
大
坂
に
下
る
。
同
十
九

日
、
船
を
発
す
。
十
一
月
七
日
、
日
州
細
島
ノ
津
に
着
船
す
。
是
に
従
ひ
、
陸

う
え
も
ん

を
取
る
。
同
月
十
五
日
、
蝿
城
に
入
る
。
乃
ち
、
桂
宇
右
衛
門
久
祐
を
江
府
に

馳
せ
、
告
げ
を
賜
る
に
、
今
日
入
州
の
恭
さ
を
謝
し
奉
る
。
献
品
、
例
の
如
し
。

久
祐
、
ま
た
御
太
刀
・
銀
馬
代
・
時
服
三
つ
を
献
上
す
。
将
軍
家
に
謁
し
奉
り
、

且
つ
時
服
三
つ
・
御
羽
織
一
つ
を
賜
る
を
拝
す
。

〔
大
要
〕

入
っ
た
。
す
ぐ
に
、
桂
久
祐
を
使
者
と
し
て
江
戸
に
向
か
わ
せ
無
事
に
帰
国
し

た
旨
を
報
告
し
た
。
献
上
品
も
通
常
通
り
お
さ
め
、
さ
ら
に
使
者
久
祐
は
追
加

三
代
藩
主
島
津
網
貴
は
元
禄
十
一
年
九
月

家
老
が
一
人
と
使
用
人
が
二
人
、

二
日
後
の
十
五
日
、
大
坂
に
下
つ

し
、
十
一
月
七
日
に
宮
崎
県
の
細



将
軍
家
（
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
）

こ
の
よ
う
に
、
寛
文
十
年
、
元
禄
十
一
年
と
も
に
、
江
戸
や
上
方
か
ら
の
下

り
の
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
右
の
史
料
は
、

、
、

①
二
代
藩
主
島
津
光
久
が
寛
文
十
年
四
月
に
、

、

②
二
代
藩
主
島
津
光
久
の
孫
綱
貴
が
寛
文
十
年
六
月
に
、

、
、

③
一
一
一
代
藩
主
島
津
綱
貴
が
元
禄
十
一
年
九
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
江
戸
を
出
発
し
た
と
の
記
述
内
容
で
あ
る
。
東
郷
の
伝
来
説
の
う
ち

〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
は
「
参
勤
交
代
の
折
」
と
あ
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
と
③
は
符
合
す
る
。
ま
た
、
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
は

「
参
勤
交
代
の
折
」
と
は
記
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
事
実
と
し
て
参
勤
交
代
に

伴
う
伝
来
で
な
か
っ
た
た
め
に
そ
こ
が
あ
い
ま
い
な
表
現
に
な
っ
た
の
だ
と
す

れ
ば
、
右
の
②
は
藩
主
の
孫
の
下
向
な
の
で
伝
来
説
の
表
現
と
符
合
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉

は
、
四
月
発
の
藩
主
光
久
の
下
向
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
六
月
発
の
孫
網
貴

の
そ
れ
に
伴
う
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
寛
文
十
年
、
元
禄
十
一
年
と
も
に
江
戸
・
上
方
か
ら
の

藩
主
ク
ラ
ス
の
人
物
の
国
元
へ
の
下
向
と
い
う
基
本
的
な
裏
づ
け
が
取
れ
た
と

こ
ろ
で
、
本
稿
は
二
種
の
伝
来
説
の
さ
ら
な
る
信
過
性
を
検
討
す
る
段
階
に
進

む
。 の

品
（
御
太
刀
・
銀
馬
代
・
時
服
三
つ
）
を
献
上
し
た
。
侭

に
謁
見
し
時
服
三
つ
と
羽
織
を
一
つ
賜
っ
て
い
る
。

〔
傍
線
部
か
ら
、
三
代
藩
主
島
津
綱
貴
が
こ
の
年
、
江
戸
か
ら
下
向
し
、
十
一

月
十
五
日
に
鹿
児
島
城
に
到
箭
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
〕

東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来

初
代
岡
本
文
弥
は
、
大
坂
の
浄
瑠
璃
座
で
あ
る
伊
藤
出
羽
橡
の
一
座
（
出
羽

座
）
に
所
属
し
て
い
た
。
そ
の
出
羽
座
の
盛
衰
に
つ
い
て
、
近
石
泰
秋

（
一
九
五
四
）
は
四
期
に
整
理
し
、
秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
も
そ
れ
を
妥
当
な

も
の
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
四
期
と
は
、

第
一
期
初
代
伊
藤
出
羽
橡
の
時
代

〔
寛
永
期
（
一
六
二
四
～
四
四
）
以
降
、
と
く
に
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
～

延
宝
七
年
二
六
七
九
）
以
前
〕

岡
目
耐
型
初
代
岡
本
文
弥
活
躍
時
代

〔
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
以
前
～
初
代
文
弥
死
没
の
元
禄
七
年

二
六
九
四
）
〕

第
三
期
山
本
飛
騨
橡
活
躍
時
代

〔
木
屋
七
兵
衛
の
応
援
を
得
た
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
～
江
戸
進
出
の
宝

永
五
年
（
一
七
○
八
）
〕

第
四
期
出
羽
芝
居
江
戸
進
出
及
び
衰
退
時
代

〔
江
戸
進
出
の
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
～
義
太
夫
節
に
圧
倒
さ
れ
る
享
保

末
年
（
一
七
三
六
）
〕

で
あ
る
。
文
弥
節
の
全
盛
期
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
初
代
岡
本
文
弥
の
活
躍
期

で
あ
る
第
二
期
（
一
六
七
九
～
一
六
九
四
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
代
岡
本
文

弥
の
名
が
文
献
に
登
場
す
る
の
は
、
延
宝
七
年
二
六
七
九
）
五
月
刊
の
大
坂

の
地
誌
「
増
補
難
波
雀
」
が
初
め
て
で
、
そ
こ
で
は
ま
だ
無
座
の
太
夫
（
所
属

を
持
た
な
い
太
夫
）
で
あ
っ
た
が
、
同
年
七
月
刊
の
『
難
波
鶴
」
で
は
出
羽
座
の

四
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
の
検
証

四
一
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寛
文
十
年
に
東
郷
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
の
は
、

国際文化学部論典第15巻

太
夫
と
し
て
登
場
し
て
い
る
〔
秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
〕
。
秋
本
は
、
「
こ
の

時
四
十
代
半
ば
の
円
熟
期
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
弥
は
、
老
齢
の
初
代
出
羽

に
変
わ
り
す
ぐ
に
出
羽
座
の
実
質
的
な
指
導
者
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

（
４
）

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
に
は
、
大

き
な
問
題
点
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
文
十
年
の
時
点
で
は
、
ま
だ
初
代
岡

本
文
弥
は
さ
ほ
ど
有
名
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
出
羽
座
に

は
属
し
て
い
な
い
「
無
座
の
太
夫
」
と
し
て
の
台
頭
期
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
年
齢
的
に
は
三
十
代
半
ば
で
、
太
夫
と
し
て
は
ま
だ
駆
け
出
し
の
頃

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
以
上
に
大
き
な
問
題
点
は
、
こ
の
寛
文
十
年
の
時
点
で
は
、
出
羽
座
は

ま
だ
江
戸
に
進
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
羽
座
が
江
戸
に
進
出

す
る
の
は
、
山
本
角
太
夫
の
時
代
に
な
っ
た
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
の
こ
と

で
あ
る
。
初
代
岡
本
文
弥
個
人
と
し
て
も
、
大
坂
で
太
夫
と
し
て
活
動
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
旅
行
者
と
し
て
一
時
期
、
江
戸
に
滞
在
し
た
こ
と
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
文
弥
節
を
広
め
る
よ
う
な
活
動
を
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
細
部
を
検
討
し
て
み
る
と
、
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉

は
成
立
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
〃
火
の
な
い
と
こ
ろ
に

煙
は
立
た
ぬ
診
の
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
説
を
全
面
的
に
否
定
し
て

よ
い
の
か
、
た
め
ら
わ
れ
る
。
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
二
九
七
九
）
の

書
き
ぶ
り
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、

・
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
…
（
中
略
）
…
上
方
（
京
都
・
大
坂
地
方
）

か
ら
文
弥
節
の
師
匠
を
連
れ
帰
り
広
め
た

・
寛
文
十
年
二
六
七
○
）
頃
江
戸
よ
り
連
れ
帰
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。

と
あ
っ
て
、
前
者
に
は
明
確
に
「
文
弥
節
の
師
匠
」
を
連
れ
帰
っ
た
の
だ
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
そ
こ
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
後
者
の
伝
承
は
、
年
と
、

発
祥
地
と
、
「
連
れ
帰
」
っ
た
と
い
う
部
分
が
前
者
と
揃
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
前
者
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
の
ほ
う

が
第
一
説
と
し
て
明
瞭
な
伝
来
説
で
あ
り
、
従
属
的
な
第
二
説
で
あ
る
後
者
は

無
自
覚
的
に
第
一
説
の
表
現
に
摺
り
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
き
、
そ
れ
が
東
郷
町
郷
土

史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
に
記
し
残
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
あ
や
ふ
や
な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
〈
寛
文
十
年

（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
を
見
直
す
と
、
〈
文
弥
節
で
は
な
い
別
の
浄
瑠
璃
〉
の

関
係
者
が
そ
の
年
に
江
戸
か
ら
連
れ
帰
ら
れ
た
可
能
性
は
残
る
。

こ
の
想
定
は
、
時
代
背
景
か
ら
し
て
、
あ
な
が
ち
無
理
な
も
の
で
は
な
い
。

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
に
山
ヶ
野
金
山
（
霧
島
市
横
川
町
山
ヶ
野
）
が
発
見
さ

れ
、
そ
の
採
掘
の
た
め
に
二
万
人
を
越
え
る
作
業
者
が
集
ま
り
、
周
囲
は
賑
わ

い
を
み
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
人
が
集
ま
れ
ば
娯
楽
も
必
要
に
な
る
。

小
葉
田
敦
（
一
九
七
三
）
に
よ
れ
ば
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
延
宝
三
年

あ
や
つ
り

（
一
六
七
五
）
ま
で
山
ヶ
野
金
山
で
、
広
島
の
座
本
に
よ
る
「
浄
瑠
璃
操
」
が

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
寛
文
九
年
と
言
え
ば
、
東
郷
へ
の
伝
来
説
の
寛
文
十

年
と
一
年
し
か
違
わ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
和
田
修
（
二
○
○
二
ｂ
）
は
、

第３号（2014年12月）

四
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節
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論
考
）

と
述
べ
て
い
る
。
和
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
寛
文
の
頃
」
な
ど
と
い
う
あ

や
ふ
や
な
伝
わ
り
方
で
は
な
く
、
明
確
に
「
寛
文
十
年
」
と
い
う
年
次
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。

両
説
は
「
寛
文
九
年
」
と
「
寛
文
十
年
」
と
い
う
年
次
の
違
い
だ
け
で
は
な

く
、
「
広
島
」
と
「
江
戸
」
と
い
う
発
祥
地
の
相
違
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、

〃
向
こ
う
か
ら
来
た
″
の
か
〃
こ
ち
ら
か
ら
招
き
よ
せ
た
〃
の
か
と
い
う
主
体

性
の
相
違
も
あ
り
そ
う
だ
。
ゆ
え
に
、
両
説
を
強
引
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。

あ
や
つ
り

寛
文
九
年
に
広
島
の
浄
瑠
璃
操
が
山
ヶ
野
に
来
て
そ
れ
が
面
白
か
っ
た

の
で
、
そ
れ
を
見
た
東
郷
の
郷
士
が
翌
寛
文
十
年
に
江
戸
か
ら
人
形
浄
瑠

璃
の
関
係
者
を
東
郷
に
招
い
た
。
（
論
者
の
推
定
）

先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
寛
文
十
年
は
江
戸
か
ら
島
津
光
久
と
孫
の
網
貴
が
下

向
し
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
「
寛
文
九
年
」
と
「
寛
文
十
年
」

は
む
し
ろ
〃
ず
れ
．
で
は
な
く
、
整
合
的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
和
田
修
（
二
○
○
二
ｂ
）
は
、

め
て
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

だ
ろ
う
。
（
傍
線

て
文
弥
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
る
と
、
延
宝
末
年
以
降
文
弥
を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
大
夫
が
、
寛
文
期
か
ら
出
羽
座
に
所
属
し
て
い
た
と
推
測
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
文
弥
の
活
動
時
期
の
ず
れ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、

あ
え

斧
測
の
た
め
だ
け
に
浄
瑠
璃
太
夫
や
人
形
遣
い
が
訪
れ
る
こ
と
は
あ
り

東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来

東
郷
（
斧
測
）
の
浄
瑠
璃
を
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
ご
ろ
の
伝
来
だ
と
想
定

し
た
場
合
、
こ
れ
を
補
強
し
う
る
根
拠
が
あ
る
。
加
納
克
己
三
○
○
七
）
は
、

和
田
修
（
二
○
○
三
）
説
を
受
け
て
、
寛
文
伝
来
説
を
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い

も
の
で
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

立
ち
役
（
論
者
注
“
男
人
形
）
の
動
き
は
大
変
直
線
的
で
、
今
ま
で
見
た
こ

と
の
な
い
動
き
で
あ
っ
た
。
直
感
的
に
こ
れ
は
、
金
平
人
形
の
動
き
と
思

わ
れ
た
。
帰
っ
て
か
ら
、
改
め
て
山
崎
構
成
氏
の
論
考
〔
論
者
注
恥
山
崎
久

四

三

得
ぬ
と
し
て
も
、
金
山
で
の
興
行
を
も
く
ろ
ん
で
き
た
操
座
が
、
し
ば
ら

く
斧
測
に
滞
留
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
傍
線
論
者
）

と
慎
重
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
田
は
、
山
ヶ
野
金
山
か
ら
東
郷
へ

の
広
島
座
の
出
張
公
演
を
、
寛
文
十
年
の
こ
と
と
み
る
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

そ
れ
も
一
つ
の
考
え
方
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
考
え
方
を
採
る
場
合
は
、

伝
来
説
の
「
江
戸
」
の
部
分
が
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
。
よ
っ
て
、
右
の
よ

う
に
寛
文
九
年
の
刺
激
、
同
十
年
の
伝
来
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
時
に
伝
え
ら
れ
た
演
目
は
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
（
第
五
節
）
、
東
郷
の
郷
士
に
よ
る
座
（
現
在
の
保
存
会
の

よ
う
な
）
が
形
成
さ
れ
た
の
で
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
〈
文
弥
節
で
は
な
い
別
の

浄
瑠
璃
〉
の
伝
来
な
ら
ば
、
寛
文
十
年
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

き
ん
び
ら

金
平
系
浄
瑠
璃
の
伝
来

ｌ
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
ｇ
江
戸
説
〉
の
肉
付
け
Ｉ

五
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て
、
操
作
構
造
や
操
り
方
は
そ
の
ま
ま
に
、
元
禄
頃
個
文
弥
節
濁
取
り
刃

加
納
の
指
摘
は
、
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
東
郷
浄
瑠
璃
の
古
層
が
寛
文
ご
ろ

ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
寛
文
十
年

（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
と
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
の
東
郷
へ

の
二
つ
の
伝
来
説
を
両
方
と
も
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
こ
れ
は
本

稿
と
同
じ
立
場
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
古
層
が
寛
文
ご
ろ
ま
で
遡

る
点
に
つ
い
て
は
、
金
平
風
の
動
き
を
残
し
て
い
る
こ
と
と
、
カ
シ
ラ
の
時
代

性
（
第
二
節
）
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
金
平
風
浄
瑠
璃
と
は
何
か
、
そ
れ
と
「
江
戸
」
は
結
び
つ
く
の
か

い
ぞ
く

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
平
安
中
期
に
大
江
山
夷
賊
追
討
（
室
町
物
語
の

し
⑨
て
ん
ど
う
じ

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ
ら
い
こ
う

世
界
で
酒
呑
童
子
の
退
治
と
な
る
）
で
武
名
を
馳
せ
た
源
頼
光
に
は
頼
光
四
天
王

わ
た
な
く
の
つ
な
き
か
た
の
３
人
と
９
う
す
い
の
ぎ
尽
み
つ
う
ら
べ
の
す
え
た
〃
お
や

（
渡
辺
綱
、
坂
田
公
時
、
碓
井
貞
光
、
卜
部
季
武
Ⅱ
親
四
天
王
）
と
呼
ば
れ
る
郎
等
た

ち
が
い
た
が
、
鎌
倉
期
以
降
、
伝
承
世
界
で
彼
ら
の
活
躍
ぱ
な
し
が
肥
大
化
し

派
生
し
て
い
っ
た
。
一
七
世
紀
に
入
っ
て
四
天
王
の
子
と
い
う
設
定
で
想
像
上

金
平
人
形
や
人
形
踊
り
を
招
来
し
、
浄
瑠
璃
の
流
行
の
変
剖
化
に
合
わ
せ

た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か

松
、
構
成
と
号
す
二
九
六
四
）
〕
を
読
返
し
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
の
演
技

き
ん
ぴ
ら

は
「
金
平
風
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
私
だ
け
の
印
象
で
は
な
く
、
山
崎
氏

の
印
象
は
、
四
十
三
年
前
の
一
九
六
四
年
時
点
で
の
上
演
の
折
り
の
印
象

で
あ
る
。
同
じ
文
弥
節
の
東
二
口
や
、
山
之
口
麓
や
佐
渡
と
も
ま
る
で

違
っ
た
操
り
方
で
あ
る
の
は
、
見
た
こ
と
が
あ
る
方
な
ら
、
誰
で
も
感
じ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、
か
し
ら
の
方
も
元
禄
以
前
の
様
式
を

持
つ
〔
論
者
注
》
本
稿
で
は
第
二
節
で
紹
介
し
た
〕
。
と
す
る
と
、
詞
執
銅
劉
口

国際文化学部論典第１５巻第３号（2014年１２月）

四
四

わ
た
な
く
の
た
け
つ
な
さ
か
た
の
ざ
ん
ぴ
ら
う
ら
べ
の
す
え
は
る
う
す
い
の
ざ
だ
か
げ

の
英
雄
が
誕
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
渡
辺
竹
綱
、
坂
田
金
平
・
ト
部
末
春
・
碓
井
貞
星
界

》
》

（
Ⅱ
子
四
天
王
）
な
ど
と
名
乗
る
主
人
公
が
痛
快
な
武
勇
識
を
披
露
す
る
人
形
浄

ほ
っ
こ
ぐ
お
ち
に
し
き
ど

瑠
璃
「
四
天
王
武
者
修
行
』
「
北
国
落
」
「
錦
戸
合
戦
』
な
ど
が
誕
生
－
」
た
。
坂

田
金
平
の
名
に
代
表
さ
せ
て
、
こ
の
一
群
を
金
平
浄
瑠
璃
と
い
う
。
阪
口
弘
之

二
九
九
八
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
「
承
応
か
ら
明
暦
万
治
に
か
け
て
の
頃

（
論
者
注
酔
一
六
五
五
～
六
○
）
、
江
戸
と
上
方
の
双
方
で
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て

起
こ
っ
た
」
と
い
う
。
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
江
戸
の
動
向
だ
が
、

じ
よ
う
う
ん

た
ん
ご
の
じ
よ
う

そ
れ
ま
で
江
戸
の
浄
瑠
璃
界
に
君
臨
し
て
い
た
薩
摩
浄
雲
や
杉
山
丹
後
橡
の

お
か
せ
い
く
え
え
ど
い
ず
み
た
ゆ
う
さ
く
ら
い
た
ん
ぱ
の
し
ょ
う
じ
よ
う

最
盛
期
が
過
ぎ
、
第
一
一
世
代
の
岡
清
兵
衛
と
江
一
戸
和
泉
太
夫
（
桜
井
丹
波
少
橡
、

浄
雲
の
弟
子
）
が
金
平
浄
瑠
璃
を
創
始
し
た
の
だ
と
い
う
。
岡
清
兵
衛
が
作
劇

を
担
当
し
、
江
戸
和
泉
太
夫
が
そ
の
語
り
を
務
め
た
。
こ
の
人
気
が
二
十
年
ほ

《
年
Ｄ
）

ど
続
い
た
と
い
う
。

東
郷
浄
瑠
璃
は
古
く
は
「
人
形
踊
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
と
く
に
男
人

形
の
遣
い
手
が
跳
ぶ
よ
う
に
躍
動
す
る
動
き
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
を
、
山
崎

久
松
（
構
成
）
や
加
納
克
己
は
「
金
平
風
」
と
評
し
た
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

金
平
浄
瑠
璃
の
演
目
は
、
い
ず
れ
も
武
将
の
勇
壮
・
勇
猛
を
主
題
と
し
て
い
る
。

東
郷
浄
瑠
璃
の
う
ち
の
躍
動
的
・
直
線
的
な
部
分
が
、
金
平
浄
瑠
璃
の
残
影
で

あ
る
可
能
性
は
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
過
去
に
上
演
さ
れ
た
東
郷
浄
瑠
璃
の
演
目
の
中
に
、
金
平
風
と

み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
今
で
こ
そ
東
郷
で
は
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
し
か
上
演

さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
「
出
世
景
清
」
「
熊
井
太
郎
」
「
門
出
八
島
」
「
刈

萱
』
『
酒
呑
童
子
」
な
ど
、
よ
り
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
〔
秋

本
鈴
史
（
二
○
○
二
ｂ
）
〕
。
こ
の
う
ち
、
「
酒
呑
童
子
」
は
よ
り
詳
し
く
い
う
と

０
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昭
和
三
年
刊
の
「
新
撰
東
郷
史
」
で
演
目
の
一
つ
に
「
頼
光
の
山
入
」
と
あ
る

《
呑
）

も
の
で
、
そ
の
名
称
か
ら
山
本
角
太
夫
の
「
酒
顛
童
子
付
頼
光
山
入
」
だ
と
推

定
さ
れ
て
い
る
（
秋
本
）
。
こ
れ
は
頼
光
四
天
王
の
大
江
山
の
鬼
（
酒
呑
童
子
）

退
治
の
内
容
で
、
金
平
風
と
い
っ
て
よ
い
内
容
で
あ
る
。
鳥
居
フ
ミ
子

（
一
九
九
三
）
は
、
「
金
平
浄
瑠
璃
は
、
浄
瑠
璃
「
酒
呑
童
子
』
の
世
界
か
ら
生

ま
れ
、
成
長
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
酒
呑
童
子
説
話
そ
の
も
の
も
金
平
浄
瑠
璃

の
中
に
語
り
つ
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
勇
壮
な
金
平
浄
瑠
璃
を
象
徴
す
る
「
酒
呑
童
子
」
が
、
東
郷
浄
瑠
璃
に
お
い

て
か
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
秋
本
鈴
史
に
よ
れ
ば
、
「
山
入
」
は

「
昭
和
初
期
ご
ろ
ま
で
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
演
目
こ
そ
が
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
中
の
、
金
平
浄
瑠
璃
的
な
勇
壮
な
動

き
を
伝
え
て
き
た
中
心
的
演
目
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
山
入
」
そ
の
も

の
は
延
宝
六
年
二
六
七
八
）
刊
な
の
で
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
伝
来
説
よ

り
も
時
期
は
下
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
類
す
る
金
平
風
の
浄
瑠
璃
が
寛
文
十
年

に
東
郷
に
伝
来
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
東
郷
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
躍
動
的
．

直
線
的
な
動
き
を
見
せ
る
男
人
形
の
「
人
形
踊
り
」
は
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」

の
金
王
丸
、
盛
長
、
宗
清
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
は
ほ
か
の
演
目
で
も
一
般
的

に
み
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
節
の
末
尾
で
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
に
東
郷
（
斧
測
）
に
〈
文
弥
節
で

は
な
い
別
の
浄
瑠
璃
〉
が
伝
来
し
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
浄
瑠
璃
界
の
状
況
か

ら
考
え
て
、
ど
の
よ
う
な
系
統
の
浄
瑠
璃
な
ら
ば
あ
り
う
る
か
と
い
う
問
題
を

設
定
し
た
。
加
納
克
己
（
二
○
○
七
）
は
東
郷
浄
瑠
璃
の
男
人
形
の
躍
動
的
・
直

線
的
な
部
分
と
金
平
浄
瑠
璃
と
「
寛
文
十
年
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
み
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
「
江
戸
」
の
伝
来
説
も
つ
な
が
る
こ
と
に
気
づ
く
。
金
平

浄
瑠
璃
は
、
江
戸
で
も
盛
行
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
合
的

に
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
に
江
戸
か
ら
東
郷

に
金
平
系
の
浄
瑠
璃
が
伝
来
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
平
浄
瑠
璃
の
語
り
太
夫
が
島
津
光
久
に
随
行
し
た
と
考
え
る
な
ら
同
年
五

月
、
綱
貴
と
と
も
に
下
っ
た
と
す
れ
ば
六
月
の
こ
と
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
絞
り

込
む
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
節
で
は
後
者
を
是
と
し
た
）
。

い
ま
、
薩
摩
浄
雲
な
る
浄
瑠
璃
の
語
り
太
夫
の
名
が
出
て
き
た
。
こ
れ
と
薩

摩
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
薩
摩
浄
雲
に
つ
い
て
は
、
古

く
は
若
月
保
治
（
一
九
四
三
）
、
園
田
民
雄
（
一
九
四
四
）
、
大
竹
フ
ミ
子

二
九
五
八
）
、
近
く
は
安
田
富
貴
子
（
一
九
九
八
ａ
ｂ
）
の
研
究
が
あ
る
。

薩
摩
浄
雲
は
、
江
戸
浄
瑠
璃
の
開
祖
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
、
「
天
下
一
薩
摩

太
夫
」
「
天
下
無
双
薩
摩
太
夫
」
と
号
し
た
。
寛
永
の
初
年
（
一
六
二
四
～
）
に

京
か
ら
江
戸
へ
下
っ
て
人
気
を
博
し
た
。
江
戸
堺
町
の
浄
雲
の
芝
居
小
屋
で
、

鼠
木
戸
（
入
り
口
の
小
さ
な
く
ぐ
り
戸
）
の
上
に
十
文
字
の
紋
（
島
津
氏
の
家
紋
）

を
付
け
た
絹
の
紫
色
の
幕
を
垂
ら
し
て
い
た
と
い
う
今
玉
露
叢
』
）
。
そ
の
幕
は
、

機
知
に
と
ん
だ
浄
雲
の
語
り
ぶ
り
に
、
薩
摩
の
大
守
島
津
侯
か
ら
褒
美
と
し
て

賜
っ
た
も
の
だ
と
い
う
今
事
跡
合
考
」
）
。
小
平
太
と
称
し
て
い
た
浄
雲
が
、
こ

れ
以
降
、
「
薩
摩
太
夫
」
を
名
乗
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

六
薩
摩
と
人
形
浄
瑠
璃
を
結
ぶ
接
点

ｌ
江
戸
島
津
藩
邸
と
薩
摩
系
太
夫
Ｉ

四
五
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こ
の
一
件
は
、
『
小
跡
合
老
」
に
よ
れ
ば
寛
永
年
中
の
こ
と
で
、
安
田
樹
蛍
子

（
一
九
九
八
ａ
）
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
四
月

以
前
、
お
そ
ら
く
寛
永
初
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
時
期
に
浄
雲
に
紫
幕
を
下
賜
し
た
「
島
津
侯
」
は
、
初
代
藩
主
家
久
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
家
久
の
子
が
二
代
藩
主
光
久
で
あ
る
が
、
光
久
は
人
衝
と

し
て
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
年
、
九
歳
）
か
ら
同
一
四
年
（
一
六
三
七
年
、
二
二
歳
）

ま
で
江
戸
住
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
和
田
修
（
一
九
九
八
）
に
よ
れ
ば
、

一
七
世
紀
の
中
葉
に
は
、
大
名
の
藩
邸
に
招
か
れ
て
浄
瑠
璃
を
上
演
す
る
こ
と

も
多
か
っ
た
と
い
う
。
島
津
光
久
は
青
少
年
期
の
一
三
年
間
も
江
戸
住
み
を
続

け
て
お
り
、
そ
の
間
、
一
度
も
人
形
浄
瑠
璃
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考

え
る
ほ
う
が
不
自
然
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
時
期
的
に
寛
永
と
い
え
ば
江
戸
で
は

薩
摩
浄
雲
が
一
世
を
風
廃
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
父
家
久
が
浄
雲
に
浄
瑠
璃

を
語
ら
せ
て
十
文
字
紋
の
紫
幕
を
下
賜
し
た
と
い
う
逸
話
ま
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
薩
摩
と
浄
瑠
璃
の
関
係
は
、
こ
の
家
久
・
光
久
父
子
の
時
代
に
こ
と
さ
ら

深
く
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
光
久
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
の
参
勤
交
代
資
料
（
第
三
節
）
に
登

場
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
、
山
ヶ
野
金
山
が
発
見
さ
れ
た
（
第
四
節
）
と
き

の
島
津
藩
主
で
も
あ
っ
た
（
光
久
は
長
命
で
あ
り
、
一
六
八
七
年
ま
で
藩
主
で
あ
っ

た
）
。な

お
、
薩
摩
を
名
乗
る
太
夫
に
は
二
系
列
あ
っ
て
、
も
う
一
方
を
薩
摩
外
記

の
系
列
と
い
う
。
一
七
世
紀
中
ご
ろ
の
江
戸
に
あ
っ
て
は
、
江
戸
入
り
し
た
島

津
侯
に
と
っ
て
親
し
み
深
い
「
薩
摩
」
の
名
を
冠
す
る
語
り
太
夫
が
複
数
存
在

し
た
と
い
う
わ
け
で
、
江
戸
屋
敷
に
彼
ら
を
呼
ん
で
人
形
浄
瑠
璃
を
上
演
さ
せ

た
可
能
性
は
尚
い
だ
ろ
う
。

や
や
時
代
は
下
る
が
、
『
天
和
日
記
抜
革
』
天
和
三
年
（
一
六
八
ご
十
二
川

十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
薩
摩
藩
邸
で
「
浄
瑠
璃
太
夫
薩
摩
三
郎
兵
衛
」

の
一
座
三
十
人
以
上
に
よ
る
「
ア
ヤ
ッ
リ
芝
居
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
和
田
修
（
二
○
○
二
ｃ
）
は
、
こ
れ
が
「
唯
一
の
例
で
は
な
く
。
他
の

藩
と
同
様
、
島
津
の
江
戸
藩
邸
で
も
、
流
行
の
舞
台
芸
能
を
上
淡
さ
せ
る
こ
と

は
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
の
島
津

藩
邸
で
は
お
そ
ら
く
日
常
的
に
人
形
浄
瑠
璃
に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
、
国
元
で

も
そ
の
文
化
を
広
め
た
い
と
い
う
願
い
が
芽
生
え
る
よ
う
な
土
壌
が
形
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
鳥
居
フ
ミ
子
（
一
九
九
三
）
に
よ
れ
ば
、
薩
摩
浄

雲
は
、
前
節
で
注
目
し
た
『
酒
呑
童
子
」
を
繰
り
返
し
上
演
し
て
い
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。
鳥
居
は
、
三
酒
呑
童
子
」
が
薩
摩
系
の
太
夫
た
ち
の
重
要
な
演
目

で
あ
っ
た
」
と
か
弓
酒
呑
童
子
」
は
薩
摩
浄
雲
が
江
戸
に
下
っ
た
寛
永
の
初

年
か
ら
享
保
に
至
る
ま
で
、
約
百
年
の
間
、
繰
り
返
し
上
減
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
〈
江
戸
か
ら
の
伝
来
説
ｌ
寛
文
と
い
う
時
期
ｌ
寛
文
期
の

江
戸
の
薩
摩
系
の
太
夫
の
活
動
Ｉ
寛
文
期
の
江
戸
で
の
金
平
系
浄
瑠
璃
の
盛
行

ｌ
現
地
東
郷
に
残
る
金
平
浄
瑠
璃
風
の
躍
動
性
〉
が
一
本
の
線
で
つ
な
が
る
。

七
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
の
検
証

さ
て
次
に
、
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検

四

六
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世
ノ
修
練
ナ
リ

証
す
る
。
こ
の
年
は
、
第
四
節
の
出
羽
座
の
変
遷
で
言
う
と
、
第
三
期
に
相
当

す
る
。
「
名
人
忌
辰
録
」
に
よ
れ
ば
、
初
代
岡
本
文
弥
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）

正
月
十
一
日
に
、
六
十
二
歳
で
没
し
て
い
る
。
元
禄
十
一
年
の
伝
来
説
は
、
そ

の
四
年
後
の
こ
と
と
な
る
。
初
代
岡
本
文
弥
の
亡
き
後
で
竹
本
義
太
夫
の
竹
本

座
に
圧
さ
れ
て
い
た
時
期
だ
と
は
い
え
、
「
泣
き
節
」
で
一
世
を
風
廃
し
た
文

弥
風
の
語
り
口
調
は
一
定
の
人
気
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
は
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
初
代

岡
本
文
弥
・
山
本
角
太
夫
の
跡
を
継
い
だ
山
本
飛
騨
橡
（
弥
三
五
郎
）
（
飛
騨
橡
の

父
は
山
本
五
郎
兵
衛
で
、
角
太
夫
と
の
関
係
は
不
明
）
は
、
人
形
遣
い
の
名
手
で
あ
っ

た
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
成
立
の
「
和
漢
三
才
図
会
」

と
記
し
留
め
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
芸
風
は
、
「
出
羽
座
の
浄
瑠
璃
を

変
質
さ
せ
」
「
物
語
を
語
る
こ
と
よ
り
も
飛
騨
橡
の
妙
技
を
見
せ
る
こ
と
が
中

心
で
あ
る
よ
う
な
浄
瑠
璃
が
作
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
い
う

〔
秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
〕
。
要
す
る
に
、
〈
人
形
の
動
き
の
重
視
〉
Ⅱ
〈
語
り

の
軽
視
〉
の
風
潮
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
秋
本
は
、

元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
刊
の
『
元
禄
曾
我
物
語
」
に
登
場
す
る
「
旅
す
る

文
弥
語
り
」
の
分
析
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

当
時
大
坂
出
羽
座
は
飛
騨
橡
主
導
で
人
気
を
集
め
て
は
い
た
が
、
初
代
文

こた
、○

今
ノ
山
本
飛
騨
橡
ガ
如
キ
、
秤
上
二
於
テ
木
人
ヲ
舞
サ
シ
メ
ル
形
勢
、
絶

ろ
う
か
。
一
方
本
来
の
文
弥
節
は
、
上
方
以
外
の
地
で
も
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
る
基
盤
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
初
代
文
弥
の
名
声
は
全
国
に
知

ら
れ
、
愁
嘆
場
中
心
の
分
か
り
や
す
い
文
弥
節
は
ど
こ
で
も
歓
迎
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
（
傍
線
論
者
）

こ
の
よ
う
に
時
代
背
景
を
押
さ
え
て
み
る
と
、
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

上
方
説
〉
は
、
文
弥
節
の
継
承
者
が
地
方
に
流
出
し
や
す
い
時
期
に
当
た
っ
て

い
た
と
い
う
点
で
も
、
そ
れ
が
上
方
を
発
信
源
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、

整
合
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
伝
来
説
に
「
文
弥
節
の
師
匠
を
連
れ
帰
り
」
と
あ

る
の
も
、
あ
な
が
ち
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
元
禄
十
一
年
は
、
参
勤
交
代
の
下
り
の
年
で
も
あ
っ
た
（
第
三
節
）
。

淵
洲
判
剰
剛
掛
釧
倒
樹
詞
蝋
燭
圏
趨
到
劉
坤
外
創
刊
綱
欄
ｕ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

弥
に
学
ん
だ
素
人
を
含
む
多
く
の
弟
子
た
ち
は

東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来

謡
り
を
重
視
Ｕ
頑
い
飛
騨

四
七

さ
て
、
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
で
特
徴
的
な
の
は
、
〃
士
気

振
作
の
た
め
〃
と
い
う
理
由
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理

由
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
東
郷
で
士
気
の
沈
滞
が
問
題
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
治
体
制
（
地
頭
仮
屋
へ

の
求
心
力
が
低
下
し
て
い
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
、
元
禄
の
こ
ろ
、
東
郷
の
共
同
体
は
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
江
戸
期

と
じ
よ
う

に
入
っ
て
か
ら
東
郷
は
地
頭
制
度
（
い
わ
ゆ
る
外
城
制
度
）
に
組
み
込
ま
れ
て
ス

（
６
）

ダ
ー
ト
し
た
の
だ
が
、
寛
永
十
年
（
一
六
一
一
一
一
一
一
）
、
日
置
島
津
家
の
島
津
久
慶
が

東
郷
領
主
と
な
っ
て
大
村
か
ら
家
臣
と
も
ど
も
移
住
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
も
と
も
と
東
郷
に
い
た
郷
士
は
、
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
大
村
・
阿

＊

＊
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久
根
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
体
制
は
そ
う
長
く
は
続
か

ず
、
忠
朝
の
代
を
経
て
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
八
月
に
久
竹
が
自
ら
東
郷
領

を
返
上
し
、
旧
領
日
置
に
転
封
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
、
日
置
へ
復
封
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
四
七
年
間
に
及
ぶ
日
置
島
津
家
の
統
治
は
終
わ
り
、
東
郷

は
再
び
外
城
と
な
っ
て
地
頭
政
治
に
戻
っ
た
。
こ
の
時
、
日
置
島
津
家
は
減
封

の
た
め
全
部
の
家
臣
を
日
置
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
東
郷
に
残
さ
れ

た
者
も
八
百
人
近
く
に
上
っ
た
と
い
う
〔
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会

（
一
九
七
九
）
〕
。
・

日
置
島
津
家
が
東
郷
領
を
返
上
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、

東
郷
の
人
民
（
大
村
・
阿
久
根
へ
移
住
し
な
か
っ
た
農
民
衆
）
が
主
君
に
な
つ
か
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
減
封
を
覚
悟
し
て
で
も
久
竹
が
東
郷
を
離
れ

て
日
置
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
が
あ
っ
た

か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
旗
い
、
そ
し
て
Ｉ
こ
れ
も
記
録
に
は
残
っ
て
い
鞍
い

こ
と
だ
が
’
’
半
世
紀
前
に
大
村
・
阿
久
根
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
旧
東
郷
士
の

、
、一

部
は
、
徐
々
に
東
郷
に
戻
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
許
可
を
願

い
出
て
許
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
）
。
そ
こ
だ
け
に
着
眼
す
れ
ば
結
構
な
こ
と
だ

が
、
東
郷
に
は
日
置
島
津
家
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
た
八
百
人
近
く
も
一
方
に

残
っ
て
い
た
。
両
者
の
間
に
は
、
当
然
、
不
協
和
音
が
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。

元
禄
十
一
年
の
伝
来
説
は
日
置
島
津
家
の
退
去
か
ら
一
八
年
後
の
こ
と
で
あ

る
。
幾
度
か
の
乳
諜
や
衝
突
を
繰
り
返
し
た
の
ち
、
異
分
子
同
士
を
統
合
す
べ

き
新
た
な
求
心
性
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
相
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
内
容
で
あ
る
。
弥
平
兵

衛
宗
清
は
平
家
の
家
人
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
方
・
藤
九
郎
盛
長
の
妹
で
あ
る

こ
こ
で
さ
ら
に
想
起
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
、
斧
測
へ
の
伝
来

説
が
三
種
類
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
南
瀬
へ
の
伝
来
説
も
、

別
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
（
計
四
種
に
な
る
）
。
し
か
も
、
そ
れ
が
元
禄
期
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
に
よ
る
と
、
南

瀬
へ
の
伝
来
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

元
禄
の
頃
、
四
国
の
人
形
浄
瑠
璃
の
旅
の
一
座
が
、
南
瀬
に
巡
業
に
や
っ

て
き
た
時
に
は
す
っ
か
り
落
ち
ぶ
れ
て
、
帰
国
の
旅
費
も
な
い
あ
り
さ
ま

か
た

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
全
部
の
人
形
と
そ
の
技
術
を
抵
当
に
、
南
瀬
の
人
々

か
ら
借
金
を
し
て
帰
っ
た
。

斧
測
の
〈
元
禄
十
一
年
二
六
九
八
）
上
方
説
〉
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、

「
元
禄
」
が
同
じ
で
あ
る
だ
け
で
、
「
四
国
」
と
「
上
方
」
が
異
な
る
し
、
「
一
座
」

と
「
師
匠
」
も
違
っ
て
い
る
し
、
〃
借
金
の
抵
当
＠
な
の
か
〃
郷
里
の
子
弟
の

白
妙
を
想
い
人
と
し
て
葛
藤
の
末
、
常
盤
一
行
を
支
え
る
側
に
回
っ
て
ゆ
く
。

こ
と

主
君
を
異
に
す
る
者
た
ち
が
、
源
氏
再
興
と
い
う
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
心
を

合
わ
せ
て
ゆ
く
物
語
な
の
で
あ
る
。
元
禄
十
一
年
の
東
郷
に
、
す
で
に
渋
谷
五

族
た
る
東
郷
氏
は
お
ら
ず
（
島
津
氏
に
吸
収
さ
れ
る
）
、
地
頭
も
東
郷
氏
の
末
喬

（
７
）

で
す
ら
な
い
の
だ
が
、
「
渋
谷
」
の
金
王
丸
を
主
役
格
と
す
る
「
源
氏
烏
帽
子

折
』
と
い
う
物
語
の
中
で
、
抽
象
的
な
。
主
君
簿
で
は
あ
る
が
牛
若
丸
の
成
長

と
将
来
の
活
躍
の
た
め
に
私
心
を
捨
て
て
献
身
す
る
姿
が
、
元
禄
十
一
年
ご
ろ

の
東
郷
の
求
心
力
の
た
め
に
は
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
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士
気
振
作
″
の
た
め
な
の
か
と
い
う
点
も
相
違
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
も

両
説
を
強
引
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
い

わ
い
、
南
瀬
へ
の
伝
来
説
の
ほ
う
は
「
元
禄
の
頃
」
と
あ
る
だ
け
で
、
具
体
的

な
年
次
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
、
「
元
禄
十
一
年
」
と
の
整
合
を
は
か

る
余
地
が
あ
る
。

元
禄
十
一
年
と
言
え
ば
、
前
節
で
検
討
し
た
く
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江

戸
説
〉
か
ら
三
○
年
近
く
が
経
っ
て
い
る
。
も
し
実
際
に
そ
の
時
に
江
戸
か
ら

浄
瑠
璃
の
関
係
者
が
東
郷
に
下
っ
て
来
て
い
た
と
し
て
も
、
元
禄
十
一
年
の
こ

ろ
ま
で
生
存
し
て
い
た
か
ど
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
寛
文
十
年
の
こ
ろ
に
導

入
さ
れ
た
原
・
東
郷
浄
瑠
璃
は
、
三
○
年
近
く
も
た
て
ば
沈
滞
期
に
あ
っ
た
か

活
動
停
止
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
が
、
〃
郷
里
の
子
弟

の
士
気
振
作
″
の
た
め
と
い
う
導
入
理
由
で
あ
る
。
元
禄
十
一
年
ご
ろ
の
東
郷

は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
求
心
力
を
も
と
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
南
瀬
へ
の
伝
来
説
と
斧
測
へ
の
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上

方
説
〉
と
を
「
元
禄
」
つ
な
が
り
で
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
考
え
方
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

斧
測
に
は
も
と
も
と
寛
文
十
年
二
六
七
○
）
に
金
平
系
の
人
形
浄
瑠
璃

が
伝
来
し
て
い
た
が
元
禄
ご
ろ
に
は
沈
滞
期
に
入
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
隣

村
の
南
瀬
に
四
国
の
一
座
が
人
形
と
技
術
を
置
い
て
行
っ
た
こ
と
に
斧
測

側
が
刺
激
を
受
け
た
。
ま
た
、
日
置
島
津
家
か
ら
地
頭
へ
と
統
治
体
制
も

変
わ
っ
て
新
た
な
求
心
力
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
、
士
気
振
作
の
た
め

に
元
禄
十
一
年
二
六
九
八
）
に
上
方
か
ら
文
弥
節
の
師
匠
を
招
い
た
。
（
論

者
の
推
定
）

南
瀬
へ
の
伝
来
を
、
元
禄
元
年
～
十
年
の
間
と
想
定
し
て
、
元
禄
十
一
年
の

斧
測
の
浄
瑠
璃
復
活
の
布
石
と
な
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
推
測

を
重
ね
る
よ
う
だ
が
、
機
運
の
盛
り
上
が
り
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
を
考
え
る
と
、

南
瀬
と
斧
測
の
時
期
を
あ
け
て
想
定
す
る
よ
り
は
、
南
瀬
に
四
国
の
一
座
が
訪

れ
た
の
を
元
禄
十
一
年
の
直
前
（
同
九
年
か
十
年
の
こ
ろ
）
と
み
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。

八
『
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
伝
来

ｌ
〈
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
一
上
方
説
〉
の
肉
付
け
ｌ

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

斧
測
へ
の
人
形
浄
瑠
璃
の
伝
来
と
は
別
に
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
と
い
う
演

、目
が
い
つ
伝
来
し
た
の
か
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

東
郷
浄
瑠
璃
に
と
っ
て
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
は
格
別
な
存
在
で
あ
る
。

「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
諸
本
は
、
鳥
居
フ
ミ
子
二
九
八
八
）
に
よ
れ
ば
、
竹

（
８
）

本
義
太
夫
系
が
九
種
、
山
本
角
太
夫
系
が
六
種
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
。
「
日

本
古
典
文
学
大
辞
典
」
の
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
項
（
阪
口
弘
之
執
筆
）
に
よ
る

と
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
○
）
正
月
の
竹
本
座
で
の
上
演

を
初
演
と
し
、
そ
の
時
期
に
竹
本
義
太
夫
正
本
が
先
に
成
立
し
、
そ
の
改
作
本

と
し
て
山
本
角
太
夫
正
本
が
成
立
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
本
角

太
夫
も
元
禄
十
三
年
（
一
七
○
○
）
に
没
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
後
者

の
成
立
に
し
て
も
一
六
九
○
年
代
の
十
年
間
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

東
郷
に
伝
来
し
て
い
る
『
源
氏
烏
帽
子
折
」
正
本
は
、
「
大
坂
平
野
町
三
丁

目
」
の
「
象
牙
屋
三
郎
兵
衛
」
と
い
う
本
屋
か
ら
出
版
さ
れ
た
山
本
角
太
夫
系

四
九
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う
か
。

と
述
べ
て
い
る
。
和
田
が
傍
線
部
の
よ
う
に
控
え
め
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
角

太
夫
系
の
古
態
の
古
写
本
が
後
の
時
代
に
な
っ
て
東
郷
に
伝
来
す
る
こ
と
も
理

論
的
に
は
あ
り
う
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
本
の
伝
来
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
上
演
の
実
態
と
し
て
も
、

男
人
形
が
一
人
遣
い
で
あ
る
点
、
腰
幕
か
ら
の
人
形
の
せ
り
上
が
り
に
よ
っ
て

登
場
す
る
点
、
詞
章
の
語
り
起
こ
し
が
「
給
ひ
け
る
。
」
（
「
常
盤
御
前
雪
の
段
」

の
場
合
）
な
ど
と
い
う
前
文
の
文
末
か
ら
で
あ
る
点
、
ズ
ク
ロ
の
カ
シ
ラ
が

一
六
七
○
年
前
後
の
形
態
を
留
め
て
い
る
点
な
ど
に
古
態
性
が
認
め
ら
れ
て
い

る
〔
和
田
修
（
二
○
○
二
）
な
ど
〕
。
そ
れ
に
、
「
文
弥
節
」
と
い
う
一
七
世
紀
末

の
発
祥
を
象
徴
す
る
名
称
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
的
に

考
え
る
と
、
東
郷
の
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
正
本
の
伝
来
は
、
素
直
に
一
七
世
紀

末
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
「
文
弥
節
」
を
称

す
る
古
浄
瑠
璃
は
全
国
に
四
県
五
か
所
し
か
伝
承
地
が
存
在
し
な
い
な
か
で
東

郷
に
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
も
う
一
方
で
山
本
角
太

夫
系
の
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
正
本
の
十
行
三
十
六
丁
本
は
「
伝
存
の
少
な
い
特

の
十
行
三
十
六
丁
本
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
〔
秋
本
鈴
史

（
二
○
○
二
ｂ
）
〕
。
こ
れ
は
、
角
太
夫
系
の
中
で
も
古
態
の
伝
本
で
、
「
伝
存
の

少
な
い
特
異
な
正
本
」
で
あ
る
と
い
う
（
秋
本
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
和
田
修

（
二
○
○
二
ａ
）
は
、

斧
測
の
古
写
本
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
伝
え
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な

く
、
暖
昧
で
は
あ
る
が
、
こ
の
地
の
文
弥
節
浄
瑠
璃
の
伝
来
時
期
に
つ
い

て
比
較
的
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ

307

異
な
正
本
」
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
が
東
郷
に
伝
来
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ

る
わ
け
で
、
古
態
の
上
演
様
式
と
古
態
の
正
本
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
伝
来

し
て
偶
然
東
郷
で
出
会
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
不
自
然
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ｌ
こ
こ
か
ら
が
肝
心
な
と
こ
ろ
だ
が
ｌ
『
源
氏
烏
帽
子
折
」
の

一
六
九
○
年
代
成
立
と
い
う
時
代
性
は
東
郷
浄
瑠
璃
の
〈
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
と
時
期
的
に
も
発
祥
地
的
に
も
ま
さ
に
ぴ
た
り
と
符
合

す
る
の
で
あ
る
。
人
気
を
博
し
、
一
世
を
風
廃
し
て
い
た
、
成
立
間
も
な
い
同

時
代
に
こ
そ
地
方
へ
の
伝
播
の
力
も
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
（
人
気

の
な
い
芸
能
は
地
方
へ
も
伝
播
し
な
い
）
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
伝
来
説

に
は
、
〃
郷
里
の
子
弟
の
士
気
振
作
抄
と
い
う
導
入
目
的
も
付
随
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
に
は
、
忠
臣
と
し

て
の
渋
谷
の
金
王
丸
が
登
場
し
、
そ
の
こ
と
と
渋
谷
東
郷
氏
ゆ
か
り
の
地
で
あ

る
斧
測
の
地
に
お
い
て
こ
れ
が
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
が
無
関
係
で
あ
る
は

ず
が
な
い
。
ま
た
先
述
の
よ
う
に
、
分
裂
状
態
の
東
郷
の
共
同
体
を
一
つ
に
す

る
た
め
に
も
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
は
格
好
の
内
容
を
有
し
て
い
た
。
〃
士
気
振

作
″
の
演
目
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
な
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
〈
元

禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
の
伝
来
説
は
、
東
郷
（
斧
測
）
に
「
源
氏
烏

帽
子
折
』
正
本
お
よ
び
そ
の
上
演
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
事
実
を
伝
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
林
久
美
子
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
「
源
氏

烏
帽
子
折
」
は
「
上
方
で
人
気
を
博
し
、
江
戸
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
作
品
で

あ
っ
た
が
、
江
戸
で
は
、
薩
摩
外
記
が
元
禄
十
年
か
ら
十
六
年
ま
で
「
出
世
太

平
記
」
を
お
家
芸
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
「
源
氏
烏
帽
子
折
』
は
互
い
に
兄

五
○

国際文化学部論巣第15巻第３号（2014年12月）



前
節
ま
で
の
考
察
は
、
す
べ
て
の
伝
来
説
が
史
実
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
繋
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
期
の
文
献
史
料
で
は
な
く
東
郷
町
郷
土

史
編
集
委
員
会
二
九
七
九
）
に
記
さ
れ
る
ま
で
口
伝
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き

た
も
の
を
、
そ
れ
ほ
ど
信
頼
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
ろ
う
。

こ
の
情
報
の
信
頼
性
に
は
、
歴
代
保
存
会
会
長
の
連
綿
た
る
継
続
性
が
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
。

弟
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
伝
来
説
の
い
う
よ
う
に
東
郷
に
連
れ
帰
っ
た
「
師

匠
」
は
上
方
の
人
物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
江
戸
藩
邸
で
東
郷
士
に
直

接
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
魅
力
や
重
要
性
（
渋
谷
氏
の
ル
ー
ツ
を
語
る
物
語
と
し

て
の
）
を
伝
え
た
の
は
、
江
戸
の
薩
摩
外
記
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
上
方
か
ら
東
郷
（
斧
測
）

に
招
聡
さ
れ
た
人
物
は
、
次
の
よ
う
に
明
瞭
な
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
に
な
る
。

１
、
初
代
岡
本
文
弥
の
死
没
〔
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
〕
か
ら
四
年
後
と

い
う
近
さ
か
ら
、
初
代
岡
本
文
弥
の
弟
子
の
ひ
と
り
と
み
ら
れ
る
。
〈
人

形
の
動
き
の
重
視
〉
Ⅱ
〈
語
り
の
軽
視
〉
と
い
う
出
羽
座
の
変
化
に

よ
っ
て
、
上
方
の
浄
瑠
璃
界
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

２
、
上
方
と
い
っ
て
も
京
と
大
坂
が
あ
る
が
、
師
匠
文
弥
の
活
動
拠
点
が

大
坂
で
あ
っ
た
こ
と
や
次
項
の
正
本
の
版
元
が
大
坂
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
大
坂
の
出
身
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
〔
参
勤
交
代
の
行
列
は
京
に
入
っ

３
、
「
大
坂
平
野
町
三
丁
目
」
の
「
象
牙
屋
三
郎
兵
衛
」
か
ら
出
版
さ
れ

た
山
本
角
太
夫
系
の
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
正
本
・
十
行
三
十
六
丁
本
か

そ
の
写
し
を
携
え
て
東
郷
（
斧
測
）
に
や
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４
、
東
郷
で
人
形
浄
瑠
璃
の
一
座
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
の
結
果
か

ら
見
て
、
そ
の
指
導
が
で
き
る
よ
う
な
、
語
り
太
夫
と
三
味
線
を
兼
務

し
え
た
人
物
だ
ろ
う
。

５
、
伝
来
説
に
「
文
弥
節
の
師
匠
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
性
で
、
二
、

三
十
代
の
若
さ
と
は
考
え
に
く
く
、
六
、
七
十
代
以
上
な
ら
ば
薩
摩
に

ら
大
坂
の
出
身
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
〔
参
勤
交
代
の
行
列
１

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
碇
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
〕
。
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下
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
四
、
五
十

代
ぐ
ら
い
の
人
物
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

年
齢
を
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
、
こ
の
人
物
は
、
一
七
二
○
年
代
か

一
七
三
○
年
代
の
こ
ろ
ま
で
東
郷
（
斧
測
）
で
人
形
浄
瑠
璃
の
指
導
を
し
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
一
八
世
紀
末
に
は
初
期
の
文
楽
風
の
影
響
が

東
郷
に
流
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
「
師
匠
」
没
後
半

世
紀
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
さ
す
が
に
、
そ
の
「
師
匠
」
の

存
命
中
は
、
東
郷
浄
瑠
璃
は
原
態
が
保
存
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

三
代
薩
摩
藩
主
島
津
綱
貴
に
随
伴
し
て
江
戸
を
出
発
し
た
東
郷
の
郷
士
鎌
田

某
（
第
二
節
）
が
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
十
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で

の
五
日
間
の
大
坂
滞
在
中
に
「
文
弥
節
の
師
匠
」
と
交
渉
し
て
船
に
乗
せ
（
も

ち
ろ
ん
数
か
月
前
の
「
上
り
」
の
際
に
打
診
は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
）
、
十
一
月
十
五

日
に
鹿
児
島
城
下
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
＋
｜
月
中
に
は
東
郷
入

り
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

九
伝
来
説
の
史
料
的
価
値
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現
在
の
東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会
の
木
場
岩
利
会
長
〔
昭
和
二
年

（
一
九
二
八
）
生
ま
れ
〕
に
人
形
浄
瑠
璃
を
伝
授
し
た
川
添
栄
太
郎
は
、
昭
和

二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
前
後
の
時
点
か
と
推
測
さ
れ
る
時
期
に
「
九
十
過
ぎ
」

で
あ
っ
た
と
い
う
〔
和
田
修
（
二
○
○
二
ｂ
）
〕
・
川
添
は
、
幕
末
期
の
一
八
六
○

年
代
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
川
添
以
前
に
、
大
正
期
に
活
躍
し
た
か

と
推
定
さ
れ
る
長
倉
祐
義
の
名
も
知
ら
れ
て
い
る
〔
和
田
修
（
二
○
○
二
ｂ
）
〕
。

そ
の
生
ま
れ
は
一
八
四
○
年
代
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
語
り
太
夫
で
は
な
い
も
の

の
人
形
製
作
者
の
鎌
田
政
文
（
宇
昂
）
は
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
生
ま
れ
で
、

明
治
三
十
年
十
月
二
十
三
日
に
七
十
歳
で
他
界
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

〔
山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
〕
・
鎌
田
政
文
は
、
江
戸
後
期
生
ま
れ
の
長
倉
祐
義
、

幕
末
生
ま
れ
の
川
添
栄
太
郎
と
、
三
、
四
十
年
間
は
同
時
代
に
生
き
て
い
た
計

算
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
川
添
が
物
心
つ
く
十
代
の
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
明
治

元
年
（
一
八
六
八
）
前
後
に
は
、
鎌
田
政
文
は
四
五
歳
、
長
倉
祐
義
は
二
十
代

か
と
推
定
さ
れ
る
。
川
添
に
東
郷
浄
瑠
璃
を
教
え
た
の
は
、
江
戸
後
期
の
師
匠

な
い
し
は
東
郷
の
地
域
文
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
東

郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
説
は
、
点
と
点
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、

線
や
面
の
広
が
り
の
中
で
支
え
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
厚
み
を
も
つ
。

川
添
は
藤
川
天
神
の
宮
司
で
、
小
学
校
の
教
員
で
も
あ
っ
た
。
あ
り
も
し
な

い
歴
史
を
提
造
す
る
よ
う
な
人
物
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
川
添
か

ら
長
倉
孝
夫
・
木
場
岩
利
会
長
へ
の
時
代
的
な
近
さ
か
ら
み
て
、
川
添
以
降
に

東
郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
説
が
大
き
な
変
容
を
遂
げ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
東
郷
町

郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
に
掲
載
さ
れ
た
伝
来
説
を
語
っ
た
の
は
、

そ
の
時
期
か
ら
み
て
長
倉
孝
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
長
倉
は
刊
行
の
二
年

前
に
急
逝
し
て
い
る
が
、
入
稿
・
校
正
・
印
刷
の
経
緯
を
考
え
る
と
、
長
倉
が
生
前
に
語
っ

た
伝
来
説
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
年
刊
行
の
永
田
衡
吉
二
九
七
九
）
に
も
長
倉

孝
夫
か
ら
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〕
。
そ
し
て
、
長
倉
と
木
場
会
長
は
昭
和

二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
か
ら
同
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
年
ま
で
の
一
九
年
間
、

共
に
活
動
し
て
い
る
。
会
長
職
の
相
伝
で
言
え
ば
、
川
添
栄
太
郎
Ｉ
長
倉
孝
夫

ｌ
野
久
尾
親
ｌ
木
場
岩
利
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
だ
が
、
木
場
会
長
が
川
添

栄
太
郎
と
知
己
の
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、
長
倉
孝
夫
・
野
久
尾
親
と
長
期
に
わ

た
っ
て
活
動
を
共
に
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
長
倉
・
野
久
尾
・
木
場
各
氏
の
語
っ
て
き
た
伝
承
が
一
気
に
江
戸
後
期

に
ま
で
遡
り
う
る
可
能
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

上
村
ま
い
（
二
○
一
四
）
の
た
め
の
取
材
に
お
い
て
論
者
が
実
感
し
た
こ
と

だ
が
、
木
場
会
長
は
メ
モ
に
頼
る
こ
と
の
な
い
非
凡
な
記
憶
力
の
持
ち
主
で
、

何
年
何
月
何
日
ま
で
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
同
じ
内

容
を
複
数
回
取
材
し
て
も
蝿
縮
し
な
い
）
。
木
場
会
長
個
人
の
記
憶
の
正
確
さ
だ
け

で
は
な
い
。
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
の
刊
行
さ
れ
た
昭
和

四
十
四
年
の
段
階
で
は
、
長
倉
孝
夫
は
二
年
前
の
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）

十
二
月
に
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
し
、
野
久
尾
親
も
存
命
で
、
そ
の
夫

人
野
久
尾
ア
サ
ノ
氏
は
卒
寿
を
越
え
て
今
な
お
健
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
木
場

会
長
個
人
の
記
憶
の
正
確
さ
だ
け
で
な
く
、
東
郷
浄
瑠
璃
を
守
っ
て
き
た
共
同

体
の
共
通
認
識
と
し
て
、
〈
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
江
戸
説
〉
や
〈
元
禄
十
一

年
（
一
六
九
八
）
上
方
説
〉
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
意
義
を
勘
案
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
相
伝
の
実
態
が
、
江
戸
後
期
に
ま
で
遡
り

う
る
の
で
あ
る
。
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も
う
一
点
、
述
べ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
承
や
芸
能
を
〃
重

層
的
な
構
造
体
″
と
み
な
し
て
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
従
来
の
考

え
方
で
は
、
民
俗
的
な
伝
承
・
芸
能
の
伝
来
や
派
生
は
き
わ
め
て
霜
撰
し
て
お

り
、
ど
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
要
素
が
混
入
し
た
の
か
、
隣
接
す
る
村
々
と
の

逆
に
、
江
戸
中
期
二
八
世
紀
）
な
ら
歴
史
の
握
造
が
あ
り
う
る
か
と
い
え

ば
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
時
期
ま
で
遡
る
と
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
発
祥
で
あ

る
一
七
世
紀
末
に
近
す
ぎ
て
、
関
係
者
（
初
期
メ
ン
バ
ー
の
子
や
孫
）
が
ま
だ
多

く
生
存
し
て
お
り
、
歴
史
の
歪
曲
や
握
造
は
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
〃
士

気
振
作
″
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
プ
ラ
イ
ド
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
伝
来
説
も
大
切
に
継
承
さ
れ
、
誤
謬
を
含
み
に
く
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

な
に
よ
り
も
、
「
寛
文
十
年
」
「
江
戸
」
「
元
禄
十
一
年
」
「
上
方
」
と
い
う
伝

来
説
の
情
報
だ
け
を
切
り
取
っ
て
真
偽
を
は
か
る
べ
き
で
は
な
い
。
初
代
岡
本

文
弥
が
活
躍
し
た
時
期
、
文
弥
節
が
地
方
に
流
出
し
え
た
時
期
、
山
本
角
太
夫

が
正
本
を
刊
行
し
た
時
期
と
そ
の
流
布
の
状
況
、
一
部
の
人
形
に
み
ら
れ
る
形

態
上
の
古
態
性
、
東
郷
の
上
演
実
態
の
古
態
性
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
成
立

時
期
な
ど
、
伝
来
説
の
周
辺
を
固
め
る
状
況
証
拠
と
の
符
合
と
い
う
事
実
も
重

い
Ｏ

東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
は
三
○
○
年
を
越
え
る
伝
統
を
誇
る
も
の
だ
が
、

そ
の
伝
来
説
も
虚
妄
の
説
だ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

＊

＊

間
で
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
の
か
解
明
し
う
る
は
ず
も
な
い
、
と
さ

れ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
諦
め
ム
ー
ド
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
江
戸

後
期
や
明
治
初
期
の
段
階
で
、
村
の
誰
か
が
も
っ
と
も
ら
し
い
由
緒
を
提
造
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
郷
の
伝
承
に
限
っ

て
い
え
ば
、
人
形
遣
い
が
郷
士
（
士
族
）
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
携
わ

る
こ
と
は
一
種
の
誇
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
民
俗
芸
能
と
は
言
っ

て
も
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
に
は
、
一
定
の
信
頼

性
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
芸
能
（
人
形
浄
瑠
璃
）
の
側
に
も
時
代
的
な

変
容
の
痕
跡
を
認
め
う
る
わ
け
だ
か
ら
（
第
二
節
）
、
そ
の
こ
と
を
率
直
に
認
め

さ
え
す
れ
ば
、
変
容
し
て
い
な
い
部
分
と
伝
来
説
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
可

能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
分
析
方
法
、
す
な
わ
ち
伝
承
や
芸
能
を
〃
重
層
的

な
構
造
体
″
と
み
な
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
論
者
が
ふ
だ
ん
判
官
物
な
ど
の

中
世
文
学
の
研
究
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
経
験
的

に
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
情
報
が
次
々
に
追
加
さ
れ
、
重
層
化
す
る
と
、
た
い

て
い
の
場
合
、
矛
盾
や
不
整
合
（
た
と
え
ば
人
物
像
の
割
れ
）
を
き
た
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
郷
の
伝
来
説
を
分
析
し
て
も
、
矛
盾
す
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
採
っ
た
方
法
は
、
伝
来
説
の
ほ
う
も
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
し

（
南
瀬
説
を
除
外
す
る
な
ど
）
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
上
演
実
態
も
重
層
化
し
て
い
る
こ

と
を
分
析
し
、
そ
の
う
え
で
両
者
の
古
い
層
ど
う
し
が
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
六
七
○
年
説
と
一
六
九
一
年
説
の
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製
作
な
ど
も
教
わ
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。

重
層
性
と
東
郷
浄
瑠
璃
の
二
層
性
扇
動
性
と
情
緒
性
）
、
一
六
七
○
年
説
と
ズ

ク
ロ
の
時
代
的
整
合
、
一
六
九
一
年
の
「
文
弥
」
名
称
お
よ
び
「
源
氏
烏
帽
子

折
」
正
本
伝
来
お
よ
び
士
気
振
作
由
来
の
時
代
的
整
合
、
一
人
遣
い
（
男
人
形
）

で
あ
る
点
や
「
給
ひ
け
る
」
か
ら
の
語
り
出
し
で
あ
る
と
い
う
点
が
古
浄
瑠
璃

の
特
徴
と
符
合
す
る
点
な
ど
、
す
べ
て
に
矛
盾
が
な
く
説
明
で
き
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
と
い
う
事
実
が
、

東
郷
の
伝
来
説
の
信
懸
性
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
、
民
俗
芸
能
の
伝
来
説
は
ほ
と
ん
ど
〃
マ
ュ
ッ
バ
モ
ノ
〃
と
し

て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
丸
ご
と
古
態
で
あ
る
と
か
、
丸
ご

と
後
次
的
で
あ
る
な
ど
と
極
論
す
る
の
で
な
く
、
も
っ
と
柔
軟
に
、
綴
密
に
、

粘
り
強
く
対
象
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
伝
来
説
で
は
、
「
島
津

氏
の
随
行
役
を
し
て
い
た
東
郷
士
」
が
「
文
弥
節
の
師
匠
」
を
「
上
方
」
か
ら

連
れ
帰
っ
た
と
伝
え
て
い
た
。
そ
の
「
東
郷
士
」
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
が
絞
り

込
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
、
も
う
一
つ
の
伝
来

説
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
節
で
少
し
触
れ
た
も
の
で
、
ま
だ
踏
み
込
ん
で
検
討

し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
永
田
衡
吉
（
一
九
七
九
）
、
佐
藤
彰
二
九
九
八
）

が
紹
介
す
る
も
の
で
、
前
者
に
よ
っ
て
次
に
引
用
す
る
。

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
、
或
は
十
二
年
と
も
言
う
が
、
薩
摩
藩
主
の
参

観
交
代
に
屈
従
し
て
江
戸
表
に
滞
留
し
て
い
た
東
郷
の
郷
士
（
島
津
家
臣

一
○
東
郷
に
人
形
浄
瑠
璃
を
も
た
ら
し
た
人
物
と
そ
の
末
商

形
座
は
、
豊
作
の
年
に
限
り
農
民
の
慰
安
と
士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
開
演

を
許
さ
れ
た
。
秋
、
収
穫
が
終
る
と
三
ヶ
郷
の
人
形
座
は
樋
渡
川
の
川
原

に
舞
台
を
設
け
、
無
料
で
見
せ
た
。
し
か
し
明
治
時
代
に
は
〃
お
花
″
（
寄

附
）
だ
け
は
受
け
た
と
言
う
。
大
体
、
三
年
に
一
回
ぐ
ら
い
開
演
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
が
、
明
治
末
年
に
そ
の
制
度
は
滅
ん
だ
。
以
後
、
今
日
の

状
態
が
続
け
ら
れ
た
。

右
の
伝
来
説
で
は
寛
文
十
年
が
消
え
て
お
り
、
「
元
禄
十
一
、
二
年
ご
ろ
」
な

ど
と
あ
や
ふ
や
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
に
は
新
た
な
情
報

も
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
斧
測
、
南
瀬
、
高
城
の
う
ち
で
は
斧
測
が
も
っ

と
も
古
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
第
二
に
、
お
そ
ら
く
伝
来
に
も
関
わ
っ
た
で
あ

ろ
う
東
郷
の
郷
士
の
名
を
「
鎌
田
某
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
伝
来
に
関
与

し
た
か
ら
こ
そ
、
南
瀬
や
高
城
へ
の
伝
播
に
も
関
わ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
だ

ろ
う
。
永
田
衡
吉
も
、
慶
応
元
、
二
年
に
人
形
の
カ
シ
ラ
を
模
作
・
修
理
し
た

鎌
田
才
十
郎
（
論
者
注
却
山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
に
よ
れ
ば
正
し
く
は
載
寿
郎
で
、

政
文
Ⅱ
宇
昂
と
同
一
人
物
）
を
「
鎌
田
姓
は
元
禄
に
師
匠
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
者

の
後
商
か
」
と
推
定
し
て
い
る
〔
正
確
に
言
い
直
す
と
「
師
匠
と
し
て
迎
え
ら
れ
た

者
」
で
は
な
く
「
師
匠
を
迎
え
た
者
（
東
郷
士
）
」
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
〕
。

座
が
で
き
た
。

奴
郷
の
三
ヶ
郷
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
南
瀬
郷
・
高
城
郷
に
も
こ
れ
を
伝

え
た
の
で
、
三
組
の
人
形
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で
郷
里
の
政
治
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
武
士
階
級
）
が
帰
国
の
途
次
、
京
都
（
一

説
に
大
阪
）
の
旅
宿
で
、
当
時
流
行
の
文
弥
節
人
形
芝
居
を
見
て
感
歎
し
、

そ
の
師
匠
を
連
れ
て
東
郷
に
帰
っ
て
文
弥
節
を
習
い
、
人
形
操
法
や
人
形

五
四
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斧
測
の
鎌
田
氏
と
言
え
ば
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
関
係
者
で
も
、

鎌
田
政
文
〔
宇
品
と
号
す
。
慶
応
年
間
に
人
形
の
カ
シ
ラ
を
多
数
制
作
。
宇
昂
と

政
文
が
父
子
だ
と
す
る
地
元
伝
承
が
あ
る
が
そ
れ
は
誤
り
で
同
一
人

物
。
山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
を
参
照
〕

し
よ
う
さ
く

鎌
田
照
作
（
政
文
の
子
）

さ
の
す
け

鎌
田
喜
之
助
（
「
東
郷
町
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
醤
」
七
四
頁
）

じ
の
す
け

鎌
田
仁
之
助
〔
同
諜
七
四
頁
、
木
場
岩
利
氏
の
一
時
期
の
養
子
先
。
上
村
ま
い

（
二
○
一
四
）
参
照
〕

鎌
田
政
行
（
同
書
七
二
頁
に
昭
和
四
三
年
の
上
演
記
録
と
し
て
登
場
）

鎌
田
キ
ミ
（
昭
和
四
十
年
代
の
三
味
線
弾
き
）

の
名
が
挙
が
る
。
寛
文
説
と
鎌
田
氏
と
の
関
わ
り
は
不
詳
だ
が
、
少
な
く
と
も

元
禄
の
伝
来
時
に
は
「
鎌
田
某
」
は
深
く
関
わ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
「
東
郷
士
分
家
譜
大
概
」
に
は
東
郷
に
お
け
る

四
一
九
の
家
名
が
掲
載
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
一
一
軒
が
鎌
田
姓
で
、
東
郷

で
も
っ
と
も
多
い
苗
字
と
な
っ
て
い
る
。

東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
に
よ
る
と
、
延
宝
八
年

二
六
八
○
）
に
日
置
島
津
家
が
転
封
に
な
っ
て
東
郷
に
地
頭
制
が
復
活
し
て
以

降
の
地
頭
名
は
、
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
元
禄
十
一
年

か
わ
み
な
み
も
り
は
る

（
一
六
九
八
）
時
点
で
の
東
郷
の
地
頭
は
第
一
一
代
の
沿
陽
盛
春
だ
と
み
ら
れ
る
。

あ
つ
か
い
く
み
が
し
ら

そ
し
て
、
暖
、
与
頭
、
横
目
の
郷
一
二
役
が
選
ば
れ
て
地
頭
の
補
佐
に
あ
た
っ
た

の
だ
が
、
木
脇
、
相
良
、
鎌
田
氏
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
鎌
田
氏
の

系
図
が
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
二
九
七
九
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
政
芳
・
政
央
父
子
が
時
期
的
に
符
合
す
る
。

鎌
田
政
芳
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
東
郷
で
生
ま
れ
て
お
り
、
元
禄
八

年
二
六
九
五
）
に
五
○
歳
で
没
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
郷
に
「
源
氏
烏
帽

子
折
』
や
「
文
弥
節
」
が
伝
来
し
た
元
禄
十
一
年
よ
り
三
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
子
の
政
央
は
貞
享
四
年
二
六
八
七
）
生
ま
れ
で
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

に
六
一
歳
で
没
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
な
ら
ば
元
禄
十
一
年
の
時
点
で
生
存
し

て
い
る
が
、
ま
だ
弱
冠
一
二
歳
（
数
え
年
）
で
あ
る
。
そ
の
若
さ
で
人
形
浄
瑠

璃
伝
来
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
お
そ
ら
く
政
芳

の
弟
、
政
央
の
叔
父
あ
た
り
の
人
物
が
鎌
田
本
家
を
支
え
る
べ
く
立
ち
ま
わ
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
伝
来
説
が
「
鎌
田
某
」
な
ど
と
い
う
あ
い
ま
い
な
伝
わ
り

方
を
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

余
談
だ
が
、
蘇
く
べ
き
こ
と
に
、
東
郷
鎌
田
氏
の
系
図
に
よ
る
と
、
こ
の
鎌

田
氏
は
、
平
治
の
乱
で
源
義
朝
と
と
も
に
滅
び
た
鎌
田
正
清
（
政
家
）
の
末
蕎

（
汝
）

を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
長
田
忠
宗
に
討
た
れ
て
い
る
）
。
つ
ま
り
、
牛
若
丸

（
源
義
経
）
を
主
君
と
仰
ぐ
べ
き
家
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
郷
浄
瑠
璃
の
担
い

手
と
し
て
そ
の
中
核
に
存
在
し
続
け
た
鎌
Ⅲ
氏
は
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
を
招

来
し
守
り
続
け
て
き
た
家
柄
と
し
て
、
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。

現
在
の
東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会
に
は
、
鎌
田
姓
の
人
物
は
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
余
薫
を
浴
び
た
人
物
が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
。
木
場

岩
利
会
長
、
そ
の
人
で
あ
る
。
上
村
ま
い
（
二
○
一
四
で
述
べ
た
が
、
木
場

岩
利
会
長
は
昭
和
二
十
一
年
の
十
一
月
、
十
八
歳
の
時
か
ら
一
年
七
か
月
の
間

し
ろ
う
ち

じ
の
す
け

だ
け
、
東
郷
町
城
内
の
鎌
田
仁
之
助
の
家
に
養
子
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。
鎌
田
仁
之
助
は
東
郷
浄
瑠
璃
の
人
形
の
遣
い
手
で
あ
っ
た
。
川
添
栄
太
郎

五
五
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ま
な
で
し

の
愛
弟
子
で
あ
る
。
お
も
に
使
っ
て
い
た
人
形
は
白
妙
で
あ
っ
た
。
鎌
田
仁
之

助
は
よ
ほ
ど
川
添
栄
太
郎
か
ら
見
込
ま
れ
て
い
た
の
か
、
一
人
だ
け
人
形
を
自

宅
に
持
ち
帰
っ
て
練
習
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
家

に
、
木
場
岩
利
会
長
は
養
子
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
義
父
に
付
い
て

人
形
浄
瑠
璃
を
習
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
鎌
田
仁
之
助
の
家
は
、

幕
末
の
人
形
製
作
で
知
ら
れ
る
鎌
田
正
文
（
宇
昂
）
の
家
の
隣
な
の
で
あ
る
（
政

文
の
家
が
北
、
仁
之
助
の
家
が
南
。
時
期
は
一
世
代
ず
れ
る
）
。
和
田
修
（
二
○
○
二
ｂ
）

の
「
斧
測
三
ヶ
郷
郷
士
宅
分
布
図
」
に
は
、
そ
の
政
文
の
家
の
所
在
地
が
明
示

し
ろ
う
ら

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
城
内
で
、
鶴
岡
城
本
丸
の
北
に
相
当
し
、
幹
線
道
路
に

面
し
、
土
地
が
高
く
日
当
た
り
の
よ
い
立
地
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
鎌
田

政
文
（
字
昂
）
は
、
鎌
田
一
族
の
中
で
も
嫡
流
に
近
い
家
柄
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
た
と
え
ば
昭
和
の
戦
後
の
人
形
遣
い
で
あ
る
鎌
田
政
行
の
家
は
や
や
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
）
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
形
を
製
作
す
る
と
い
う
中
心
的
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仁
之
助
の
家
は
や

や
低
い
土
地
に
立
地
し
て
い
る
し
、
幹
線
道
路
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
る

の
で
、
庶
流
の
家
柄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
政
文
（
字
昂
）
の
二
、
三
代

前
に
嫡
子
の
弟
が
分
家
し
て
、
そ
の
家
柄
が
仁
之
助
の
家
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
鎌
田
政
文
（
宇
昂
）
の
後
継
者
が
続
か
な
か
っ
た
の
で
、
仁
之

助
の
家
が
白
妙
を
伝
承
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
木
場
会
長

は
、
そ
の
人
物
か
ら
人
形
浄
瑠
璃
を
教
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
、
元
禄
十
一
年
の
伝
来
説
に
登
場
す
る
「
鎌
田
某
」
を
鎌
田
政
芳
の

弟
だ
と
推
測
し
た
が
、
世
代
間
隔
的
に
見
て
、
そ
の
玄
孫
あ
た
り
が
人
形
製
作

者
の
鎌
田
政
文
（
宇
昂
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
庶
流
ゅ
え
そ
の
系
図
は
存

在
し
な
い
）
。
血
筋
は
と
も
か
く
、
人
形
浄
瑠
璃
の
遣
い
手
の
系
譜
で
言
う
と
、

木
場
会
長
は
そ
の
本
流
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
永
田
衡
吉
（
一
九
七
九
）
と
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会

（
一
九
七
九
）
の
東
郷
鎌
田
氏
に
関
す
る
資
料
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
東
郷
浄
瑠

璃
の
伝
来
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
輪
郭
が
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。

前
節
ま
で
の
検
討
結
果
を
整
理
す
る
と
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
過
程
は
次
の

よ
う
に
想
定
で
き
る
。

寛
永
初
年
（
一
六
二
四
～
）
…
初
代
藩
主
島
津
家
久
が
江
戸
で
小
平
太
と

い
う
浄
瑠
璃
の
太
夫
に
褒
美
と
し
て
十
文

字
紋
入
り
の
紫
幕
を
与
え
、
小
平
太
は
こ

れ
を
機
に
薩
摩
浄
雲
を
名
乗
っ
た
（
安
田
富

貴
子
な
ど
）
。
こ
れ
が
、
の
ち
の
薩
摩
と
人

形
浄
瑠
璃
の
深
い
き
ず
な
の
下
地
を
作
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
代
藩
主
光
久

も
、
青
少
年
期
に
江
戸
で
人
形
浄
瑠
璃
に

触
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
（
推
定
）
。

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
・
・
・
山
ヶ
野
金
山
（
霧
島
市
横
川
町
山
ヶ
野
）
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
採
掘
の
た
め
に
二
万
人
を

越
え
る
作
業
者
が
集
ま
っ
た
。
（
小
葉
田
敦
）

お
わ
り
に

五
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あ
や
つ
り

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
・
・
・
…
広
島
の
浄
瑠
璃
操
が
山
ヶ
野
に
来
て
（
小

葉
Ⅲ
蚊
）
、
そ
れ
を
東
郷
の
郷
士
が
見
て
刺

激
を
受
け
た
。
（
推
定
）

寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
…
…
江
戸
か
ら
東
郷
に
人
形
浄
瑠
璃
の
関
係
者

を
招
い
た
。
（
伝
来
説
）

そ
れ
は
勇
壮
な
金
平
浄
瑠
璃
風
の
も
の
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
（
山
崎
久
松
、
加
納
克

己
）
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
伝
来
は
ま
だ

な
か
っ
た
。
（
推
定
）

そ
れ
以
降
の
元
禄
ご
ろ
：
．
．
：
東
郷
（
斧
測
）
の
人
形
浄
瑠
璃
は
沈
滞
期
に

入
っ
て
い
た
。
（
推
定
）

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
ご
ろ
…
隣
村
の
南
瀬
に
四
国
の
一
座
が
人
形
と

技
術
を
置
い
て
行
っ
た
。
（
伝
来
説
、
「
元

禄
十
年
ご
ろ
」
は
推
定
）

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
…
右
に
刺
激
を
受
け
た
東
郷
の
郷
士
（
鎌
田
氏

が
中
心
）
が
、
士
気
振
作
の
た
め
に
上
方
か

ら
「
文
弥
節
」
の
師
匠
を
招
い
た
。
（
伝
来

説
）そ

の
師
匠
は
、
大
坂
出
身
で
、
語
り
太
夫

と
三
味
線
を
兼
務
で
き
る
四
、
五
十
代
の
男

性
で
あ
っ
た
。
（
推
定
）

こ
の
時
、
「
源
氏
烏
帽
子
折
』
が
東
郷
に
も

た
ら
さ
れ
た
。
（
推
定
）

本
稿
は
、
東
郷
浄
瑠
璃
の
伝
来
説
が
史
実
と
し
て
裏
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か

を
検
証
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
思
わ
ぬ
副
産
物
も
得
た
。
そ
れ
は
、

東
郷
浄
瑠
璃
の
二
層
性
の
謎
が
解
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
東
郷
浄
瑠
璃
に

は
、
相
反
す
る
要
素
が
混
在
し
て
い
る
。
長
い
間
「
人
形
踊
り
」
と
呼
ば
れ
、

「
人
間
が
踊
ら
ね
ば
人
形
も
踊
ら
ぬ
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
人
形
の
遣
い
手
が
飛
び
跳
ね
る
よ
う
に
躍
動
す
る
演
技
を
見
せ

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
男
人
形
に
限
っ
た
上
演
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
女
人
形
は
す

り
足
を
基
本
と
し
、
多
少
の
上
下
動
は
あ
る
も
の
の
、
け
っ
し
て
跳
ね
る
こ
と

が
な
い
。
東
郷
浄
瑠
璃
の
そ
の
よ
う
な
躍
動
的
な
要
素
は
、
金
平
浄
瑠
璃
系

（
寛
文
期
、
江
戸
）
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
東
郷
浄

瑠
璃
に
は
、
「
文
弥
の
泣
き
節
」
の
評
に
ふ
さ
わ
し
い
情
緒
的
な
要
素
も
色
濃

い
。
そ
れ
は
、
『
源
氏
烏
帽
子
折
』
の
「
常
盤
御
前
雪
の
段
」
に
象
徴
的
に
み

ら
れ
る
。
こ
の
情
緒
的
な
要
素
は
、
岡
本
文
弥
な
い
し
は
初
代
山
本
角
太
夫
の

系
統
（
元
禄
期
、
上
方
）
か
ら
の
影
響
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
東
郷
浄
瑠
璃
は
、

男
人
形
は
男
ら
し
く
、
女
人
形
は
女
ら
し
く
、
一
方
だ
け
が
主
役
に
な
り
も
う

一
方
が
脇
役
に
回
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
厚
み
を
帯
び
た
芸
能
た
り
え
て
い

る
。
寛
文
十
年
と
元
禄
十
一
年
、
こ
の
二
種
の
伝
来
説
は
、
い
ず
れ
も
東
郷
浄

瑠
璃
の
大
切
な
二
要
素
を
受
け
止
め
た
記
念
碑
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
ど
ち
ら
も
脱
落
さ
せ
る
こ
と
な
く
並
存
さ
せ
、
現
代
に
ま
で
語
り
伝
え
ら

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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島
津
家
当
主
の
参
勤
交
代
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
岩
川
拓
夫
氏
（
尚
古
集
成

館
）
、
太
田
秀
春
氏
（
鹿
児
島
国
際
大
学
）
に
ご
教
示
を
得
た
。
篤
く
御
礼
申
し

上
げ
た
い
。

（
１
）
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
の
伝
え
る
伝
来
説
に
は
揺
れ
が
あ

る
。
第
二
部
歴
史
編
第
八
章
「
江
戸
時
代
」
の
二
三
九
頁
に
は
、
「
東
郷
士
が
参

勤
交
代
の
際
、
上
方
よ
り
文
弥
節
の
師
匠
を
連
れ
帰
り
、
人
形
浄
瑠
璃
を
ひ
ろ
め

た
の
は
、
忠
朝
治
世
の
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
頃
の
こ
と
で
あ
る
」
（
傍
線
論
者
）

と
す
る
。
本
文
で
引
用
し
た
の
は
同
瞥
七
三
九
頁
「
斧
測
の
人
形
浄
瑠
璃
」
に
掲

載
さ
れ
た
伝
来
説
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
寛
文
十
年
に
伝
来
し
た
の
は
「
上
方
」
か

ら
で
は
な
く
「
江
戸
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
斧
測
の
人
形
浄
瑠
璃
」
に

つ
い
て
専
門
的
に
叙
述
し
て
あ
る
ペ
ー
ジ
だ
と
い
う
点
と
、
寛
文
説
と
元
禄
説
を

区
別
す
る
意
識
を
も
ち
つ
つ
伝
え
て
い
る
点
か
ら
、
「
斧
測
の
人
形
浄
瑠
璃
」
の

章
ほ
う
が
信
頼
性
が
あ
る
と
考
え
て
こ
れ
に
拠
る
こ
と
に
し
た
。

（
２
）
厳
密
に
は
竹
本
義
太
夫
が
大
坂
道
頓
堀
に
竹
本
座
を
創
設
し
た
貞
享
元
年

二
六
八
四
）
以
前
を
古
浄
瑠
璃
と
い
う
が
、
初
代
山
本
角
太
夫
は
岡
本
文
弥
に

連
な
る
も
の
と
し
て
活
躍
が
一
六
九
○
年
代
ま
で
下
っ
て
も
古
浄
瑠
璃
の
側
に
入

れ
る
。
一
七
世
紀
末
に
両
者
並
存
の
時
代
が
あ
っ
た
。

（
３
）
東
郷
の
地
頭
仮
屋
は
、
初
め
は
斧
測
の
中
で
も
舟
倉
の
後
馬
場
（
現
在
の
斧
測

の
商
店
街
域
）
に
あ
っ
た
が
洪
水
の
た
め
に
鶴
が
岡
城
の
出
城
（
で
じ
ろ
）
で
あ

る
南
城
（
み
な
ん
じ
よ
）
の
麓
の
小
路
（
こ
う
じ
）
集
落
に
移
さ
れ
た
〔
東
郷
町

郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
〕
。

（
４
）
阪
口
弘
之
（
一
九
九
五
ａ
）
に
よ
れ
ば
、
出
羽
座
の
座
長
た
る
初
代
伊
藤
出
羽

注 謝
辞

橡
は
こ
の
延
宝
七
年
ご
ろ
に
は
八
十
歳
を
超
え
た
高
齢
で
あ
り
、
初
代
岡
本
文
弥

と
山
本
角
太
夫
が
実
質
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。
初
代
岡
本
文
弥
は
大
坂
の
、
山
本
角
太
夫
は
京
都
の
、
そ
れ
ぞ
れ
太
夫
で

あ
っ
た
。
阪
口
弘
之
（
一
九
九
五
ｂ
）
に
よ
れ
ば
、
山
本
角
太
夫
よ
り
も
初
代
岡

本
文
弥
の
ほ
う
が
よ
り
上
の
立
場
で
あ
っ
た
と
推
定
き
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方

で
、
初
代
岡
本
文
弥
は
、
自
分
の
名
を
記
し
た
正
本
は
ほ
と
ん
ど
刊
行
し
な
か
っ

た
ら
し
く
、
正
本
の
刊
行
な
ど
と
い
う
方
面
の
こ
と
は
山
本
角
太
夫
に
委
ね
て
い

た
ら
し
い
〔
秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
〕
。

（
５
）
鳥
居
フ
ミ
子
（
一
九
八
九
）
が
、
土
佐
浄
瑠
璃
の
景
清
も
の
で
あ
る
「
蓬
莱
源

氏
」
〔
宝
永
初
め
頃
（
一
七
○
四
～
）
の
成
立
〕
に
金
平
浄
瑠
璃
的
な
戦
闘
場
面

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
金
平
浄
瑠
璃
そ
の
も
の
が
廃
れ
た

あ
と
も
、
そ
の
影
響
は
の
ち
の
作
品
の
中
に
し
ば
ら
く
は
残
像
を
留
め
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。
「
源
氏
烏
帽
子
折
」
も
、
部
分
的
に
は
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）
よ
り
細
か
く
言
う
と
、
東
郷
は
、
宮
之
城
島
津
家
の
統
治
期
〔
天
正
十
六
年

（
一
五
八
八
）
～
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
、
忠
長
・
忠
倍
・
久
元
の
三
代
、
二
七

年
間
〕
、
第
一
次
地
頭
統
治
期
〔
慶
長
十
九
年
～
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
〕
を
経

て
日
置
島
津
家
の
四
七
年
間
の
統
治
期
を
迎
え
る
。
日
置
島
津
家
が
去
っ
て
か
ら

の
地
頭
統
治
期
は
第
二
次
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
幕
末
ま
で
続
く
。

（
７
）
正
式
に
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
東
郷
重
虎
が
日
向
国
佐
土
原
に
転

封
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
東
郷
氏
の
断
絶
と
す
る
。
東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員

会
（
一
九
七
九
）
に
「
東
郷
氏
の
子
孫
」
と
し
て
「
入
来
院
庶
子
惣
領
家
分
家
」

の
項
を
挙
げ
、
「
入
来
院
庶
子
惣
領
家
第
十
二
代
重
広
の
子
重
詮
よ
り
出
、
重
詮

は
日
慨
島
津
家
常
久
に
仕
え
東
郷
に
移
っ
た
。
日
腫
島
津
家
が
日
笹
に
移
封
後
も

故
地
東
郷
に
残
っ
た
」
と
す
る
（
二
○
二
頁
）
。
そ
こ
に
系
図
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
、
と
く
に
貴
種
的
・
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
一
般
の
郷
士
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
と
は
別
に
、

慶
長
十
一
年
（
一
六
○
六
）
に
島
津
家
久
の
命
に
よ
っ
て
「
渋
谷
氏
」
を
称
す
る

こ
と
に
な
っ
た
旧
姓
白
浜
氏
が
い
る
が
、
こ
れ
は
東
郷
に
居
住
し
た
わ
け
で
は
な

さ
そ
う
で
あ
る
（
一
六
六
頁
）
。
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秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ａ
）
「
上
方
に
お
け
る
文
弥
系
浄
瑠
璃
の
盛
衰
」
『
東
郷
町
文
弥

節
人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
率
東
郷
町
教
育
委
員
会

秋
本
鈴
史
（
二
○
○
二
ｂ
）
「
東
郷
町
に
伝
わ
る
正
本
」
「
東
郷
町
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃

調
査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
”
東
郷
町
教
育
委
員
会

泉
房
子
（
一
九
八
四
）
『
か
し
ら
の
系
譜
ｌ
宮
崎
と
九
州
の
人
形
芝
居
』
宮
崎
鉱

脈
社

大
竹
フ
ミ
子
（
一
九
五
八
）
「
元
禄
以
前
の
江
戸
浄
瑠
璃
ｌ
杉
山
丹
後
と
瀧
曝
浄
雲
の

系
譜
１
１
」
「
国
語
と
国
文
学
」
弱
巻
皿
号

小
葉
田
敦
（
一
九
七
三
）
「
鉱
山
町
と
芸
能
」
「
日
本
経
済
史
の
研
究
」
京
都
雰
思
文
閣

出
版

鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
二
九
七
二
「
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
１
』

鹿
児
島
”
鹿
児
島
県

鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
二
九
七
二
）
「
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
２
」

鹿
児
島
”
鹿
児
島
県

上
村
ま
い
（
二
○
一
四
一
「
東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
復
活
へ
の
道
の
り
ｌ
木
場
岩
利

会
長
の
功
績
ｌ
」
「
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
学
術
論
集
」
５
集

加
納
克
己
（
二
○
○
七
）
一
日
本
操
り
人
形
史
ｌ
形
態
変
遷
操
法
技
術
史
ｌ
坐
東
京

八
木
書
店

小
金
金
美
（
二
○
○
二
）
「
東
郷
町
の
歴
史
的
背
景
」
『
東
郷
町
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
調

査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
錘
東
郷
町
教
育
委
員
会

阪
口
弘
之
（
一
九
九
五
ａ
）
。
一
心
二
か
び
や
く
道
」
解
題
」
「
赤
木
文
庫
本
古
浄
瑠
璃

（
８
）
竹
本
義
太
夫
系
正
本
と
山
本
角
太
夫
系
正
本
の
違
い
は
、
こ
の
物
語
末
尾
の
、

第
五
段
の
結
び
方
に
顕
著
に
出
て
い
る
。
竹
本
義
太
夫
系
が
「
伊
勢
参
宮
」
「
柱

暦
の
節
事
」
で
結
ん
だ
り
（
初
演
本
）
、
そ
れ
に
代
え
て
「
牛
若
宮
め
ぐ
り
」
で

語
り
終
え
た
り
す
る
（
再
減
本
）
の
に
対
し
て
、
山
本
角
太
夫
系
は
、
平
泉
の
藤

原
秀
衡
に
よ
る
「
吉
例
の
軍
法
」
で
語
り
収
め
る
。

文
献

稀
本
集
」
東
京
》
八
木
書
店

阪
口
弘
之
（
一
九
九
五
ｂ
）
「
出
羽
藤
を
め
ぐ
る
太
夫
た
ち
ｌ
「
道
行
揃
』
を
手
が
か

り
に
」
「
赤
木
文
庫
本
古
浄
瑠
璃
稀
本
集
」
東
京
》
八
木
書
店

阪
口
弘
之
（
一
九
九
八
）
「
金
平
浄
瑠
璃
と
東
禰
交
流
ｌ
丹
波
少
橡
播
膳
搬
出
羽
織

ｌ
」
岩
波
識
座
歌
舞
伎
文
楽
７
『
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
瀞
瑠
璃
』
東
京
岩
波
盤

店
佐
藤
彰
一
一
九
九
八
一
「
地
方
の
古
浄
珊
璃
ｌ
佐
渡
加
賀
九
州
Ｉ
」
岩
波
講
座

歌
舞
伎
・
文
楽
７
「
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
」
東
京
幽
石
波
書
店

園
田
民
雄
（
一
九
四
四
）
「
浄
瑠
璃
作
者
の
研
究
』
東
京
“
東
京
堂

近
石
泰
秋
二
九
五
四
）
「
山
本
飛
騨
篠
の
一
正
本
ｌ
「
大
内
水
上
御
遊
」
に
つ
い
て

ｌ
」
「
国
語
国
文
」
”
巻
２
号
（
通
号
鎚
号
）

東
郷
町
郷
土
史
編
集
委
員
会
（
一
九
七
九
）
「
東
郷
町
郷
土
史
」
鹿
児
島
東
郷
恥
鹿
児
島

県
薩
摩
郡
東
郷
町

鳥
居
フ
ミ
子
（
一
九
八
八
）
「
「
源
氏
ゑ
ぼ
し
を
り
」
解
題
」
「
正
本
近
松
全
集
」
三
十
三

巻
東
京
一
勉
誠
社

偽
属
フ
ミ
子
二
九
八
九
）
「
近
世
芸
能
の
研
究
ｌ
土
佐
浄
瑠
璃
の
世
界
‐
ｌ
坐
東
京

武
蔵
野
書
院

鳥
居
フ
ミ
子
（
一
九
九
三
）
『
伝
承
と
芸
龍
１
１
古
浄
瑠
璃
批
界
の
展
開
ｌ
」
東
京

武
蔵
野
轡
院

永
田
衡
吉
二
九
七
九
）
「
日
本
の
人
形
芝
居
」
東
京
却
錦
正
社

林
久
美
子
（
一
九
九
五
）
。
源
氏
烏
帽
子
折
」
の
変
容
と
展
開
」
「
近
世
前
期
浄
瑠
璃
の

基
礎
的
研
発
ｌ
正
本
の
出
版
と
演
馴
界
の
鋤
向
‐
ｌ
坐
大
阪
和
泉
瞥
院

安
田
窟
貸
子
二
九
九
八
ａ
）
「
天
下
一
薩
摩
太
夫
小
考
ｌ
叙
軍
受
領
記
事
を
中
心

に
ｌ
」
「
古
浄
瑠
璃
１
１
太
夫
の
受
領
と
そ
の
時
代
ｌ
」
東
京
八
木
書
店

安
田
富
貴
子
二
九
九
八
ｂ
）
「
古
浄
瑠
璃
の
展
開
Ｉ
群
雄
割
拠
の
時
代
」
岩
波
講
座

歌
舞
伎
・
文
楽
７
「
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
」
東
京
一
岩
波
書
店

山
崎
構
成
（
一
九
六
四
）
「
斧
測
の
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
」
「
民
間
芸
能
資
料
調
査
研
究

報
告
第
三
輯
」

若
月
保
治
（
一
九
四
一
）
「
薩
摩
浄
雲
の
語
物
と
曲
風
」
「
人
形
浄
瑠
璃
三
百
年
史
」
東
京
“

新
月
社
／
改
題
復
刊
二
九
四
三
）
『
人
形
浄
瑠
璃
史
研
究
ｌ
人
形
浄
瑠
璃
三
百
年

五
九
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史
ｌ
一
東
京
桜
井
普
店
／
復
刻
版
（
一
九
九
八
）
『
若
月
保
治
浄
瑠
璃
著
作
集

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
七
節
の
中
盤
で
詳
し
く
述
べ
た
。
そ
の
部
分
は

本
来
な
ら
ば
前
稿
に
含
め
る
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。
一
番
に
ま
と
め
る
際
に

は
、
そ
の
あ
た
り
を
整
理
し
、
再
構
成
し
た
い
。

相
伝
意
識
ｌ
」
今
鹿
児
騰
園
際
大
学
国
際
文
地

節
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

節
人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
韓
東
郷
町
教
育
委
員
会

和
田
修
（
二
○
○
二
Ｃ
）
「
薩
摩
藩
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
記
録

節
人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
”
東
郷
町
教
育
委
員
会

山
田
和
人
（
二
○
○
二
）
「
東
郷
町
に
残
る
人
形
の
形
態
と
操
法
の
特

弥
節
人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
番
』
鹿
児
島
東
郷
恥
東
郷
町
教
育
委
員

和
田

和
田
修
（
二
○
○
二
ａ
）
「
東
郷
町
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
の
概
要
」
「
東
郷
町
文
弥
節

和
田
修
（
一
九
九
八
）
「
江
戸
古
浄
瑠
璃
の
衰
退
と
歌
舞
伎
」
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文

｛
前
稿
と
の
調
整
】

前
稿
「
東
郷
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
の
存
続
要
因
ｌ
渋
谷
東
郷
氏
の
誇
り
と

紺
伝
意
識
ｌ
」
今
鹿
児
騰
園
際
大
学
国
際
文
化
学
部
論
築
」
嶋
畿
２
号
｝
の
第
三

楽
７
「
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
」
東
京
”
岩
波
書
店

田
修
（
二
○
○
二
ａ
）
「
東
郷
町
文
弥
節
人
形
浄
瑠
璃
の
概
要
」

人
形
浄
瑠
璃
調
査
報
告
書
」
鹿
児
島
東
郷
”
東
郷
町
教
育
委
員
会
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２
」
東
京
幸
ク
レ
ス
出
版

く
測
》
名
．
牢
茄
α
Ｅ
毒
蔭
力
銅

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
』

近
世
に
入
っ
て
、
東
郷
に
は
約
八
○
年
間
島
津
氏
の
私
領
と
し
て
の
統
治

時
代
が
訪
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
一
外
城
（
麓
）
と
し
て
の
地
頭
統
治

と
な
っ
た
。
東
郷
浄
瑠
璃
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
と
相
前
後

す
る
十
七
世
紀
末
で
あ
る
。
東
郷
の
共
同
体
が
再
び
求
心
力
を
回
復
す
べ

く
、
渋
谷
本
流
の
自
負
が
郷
士
た
ち
の
心
の
中
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
つ

修
（
二
○
○
二
Ｃ
）
「
薩
摩
藩
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
記
録
」
「
東
郷
町
文
弥

修
（
二
○
○
二
ｂ
）
「
東
郷
町
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
変
遷
」
「
東
郷
町
文
弥

二
○
○
二
）
「
東
郷
町
に
残
る
人
形
の
形
態
と
操
法
の
特
色
」

浄
瑠
璃
調
査
報
告
番
』
鹿
児
島
東
郷
恥
東
郷
町
教
育
委
貝
会

「
東
郷
町
文

六

○
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